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2025-11-5 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会（第１回） 

15時30分～18時23分 

 

○川名補佐 それでは、定刻になりましたので、第１回「災害時の保健・医療・福祉分野

の連携強化検討会」を開催します。 

 本日進行を務めさせていただきます大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室の川名で

す。よろしくお願いいたします。 

 構成員の皆様方におかれましては、御多忙のところ構成員の御就任をいただきまして誠

にありがとうございます。この場をお借りしてお礼を申し上げます。 

 植田構成員に関しましては少し到着が遅れるということで、また、御到着のときに御紹

介をさせていただければと思います。 

 それでは、開会に当たりまして、荒木厚生科学課長より御挨拶申し上げます。 

○荒木課長 厚生科学課長の荒木でございます。 

 「災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化の検討会」ということで、まさに文字どお

り、現場で保健・医療・福祉の連携をどういうふうに強化していくかということだと思っ

ております。お忙しい中、各分野の専門家の先生方に御参集いただきありがとうございま

す。 

 本検討会の先生方は令和６年、去年の１月１日に発生した能登の震災の様々な状況の中

で前線で御活躍されまして、当時の石川県能登の方々の被災者・避難者の支援には各保健

チーム、医療チーム、福祉チームが入られたということでございますけれども、そちらの

中で課題というか、まだ残されたものがあることが指摘されているところでございます。 

 これを踏まえまして、７月２日にも平時からの関係団体の連携・協力ということで顔合

わせをさせていただきまして、その際には保健・医療・福祉関係の46団体が、厚生労働省

の講堂に参集して、当時の大臣、副大臣も出席して決起集会的なものを開いたということ

もございます。 

 一方で、今後いつ起こるか分からないこのような災害に対して、保健・医療・福祉が連

動して対応できるようにということについては、より具体の検討が必要であろうというこ

とで、この会を開催させていただいているところでございます。 

 また、私自身もそうですし、土岐室長もそうですし、また、ここにお集まりの先生方も

当時の能登にお集まりいただいて、あるいは金沢に集まって対応したという個人的な経験

も多分あろうかと思いますので、そういうことも含めて闊達な御議論をいただければと思

っています。よろしくお願いします。 

○川名補佐 荒木課長、ありがとうございます。 

 それでは、本検討会の構成員を御紹介させていただきます。五十音順に御紹介をさせて

いただきます。 

 芝浦工業大学システム理工学部教授、市川構成員でございます。 
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 日本赤十字社医療事業推進本部参事監兼救護・福祉部主幹、植田構成員でございます。 

 浜松医科大学医学部教授、尾島構成員でございます。 

 広島大学大学院医系科学研究科教授、久保構成員でございます。 

 国立健康危機管理研究機構危機管理・運営局DMAT事務局次長、近藤構成員でございます。 

 群馬県社会福祉協議会災害福祉支援センター長、群馬県災害福祉支援ネットワーク事務

局、群馬DWAT事務局、鈴木構成員でございます。 

 栃木県保健福祉部医療政策課主幹、全国DHEAT協議会幹事長、早川構成員でございます。 

 北海道保健福祉部技監、人見構成員でございます。 

 日本医師会常任理事、細川構成員でございます。 

 続きまして、オブザーバーとして、内閣府災害緊急事態対処担当の小林参事官にウェブ

で参加いただいております。 

 また、避難支援担当の水野参事官に御出席いただいております。 

 その他の事務局及び関係部局等からの出席者については、オブザーバー一覧に記載のと

おりでございますので、個々の説明は割愛させていただきます。 

 なお、荒木厚生科学課長は用務のため途中退席させていただきます。 

 それでは、カメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。 

（報道関係者退室） 

○川名補佐 次に、本検討会の座長を指名いたします。事務局として、尾島構成員にお願

いしたいと考えてございますが、いかがでございましょうか。よろしければ拍手をお願い

できればと思います。 

（承認の拍手） 

○川名補佐 ありがとうございました。 

 それでは、以後の議事進行につきましては座長にお願いいたします。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○尾島座長 浜松医科大学の尾島でございます。御指名にあずかりましたので、座長を務

めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入りますが、その前に資料の確認をお願いしたいと思います。事務局

からよろしくお願いします。 

○川名補佐 では、資料の確認をさせていただきます。お手元にあるタブレットを御覧く

ださい。 

 座席表、議事次第の次に資料１～４、参考資料１～10がございます。資料は以上でござ

いますが、資料の不足等がございましたら挙手にてお願いできますとありがたく存じます。

よろしいでしょうか。 

 以上でございます。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 では、議事に入ってまいります。 



3 

 

 議題（１）「本検討会の進め方」についてです。事務局から資料の説明をお願いいたし

ます。 

○土岐室長 災害等危機対策室長の土岐と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず、議題（１）「災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会の進め方」ですが、

要は、なぜこの検討会を始めるのか、この検討会で議論していただきたいものは何かとい

うことについてまとめた資料でございます。 

 ２ページ目でございます。 

 背景ということで、直近の大災害であります能登半島地震に関して石川県の対応につき

まして、令和６年11月に検証というような形で内閣府防災担当でまとめていただいたもの

から、保健・医療・福祉分野に関します課題について抜粋したものになります。 

 １つ目、災害対策本部と保健医療福祉調整本部の連携が不足していた。調整本部構成員

が災害対策本部に不在だったということです。 

 ２つ目、情報の収集・共有・分析体制の不備ということで、関係機関間の連絡・調整体

制が不十分でありますとか、情報の収集・分析が迅速に行えなかったということです。 

 ３点目、支援チームの派遣・受援体制の課題ということで、DHEAT・保健師等チームの派

遣は、派遣要請を前提としていることで時間を要した。これに関しては一部改善できてい

るのですけれども、こういった指摘がありました。それから、市町保健師だけでは受援体

制の確保が難しく、必要なチーム数や派遣要請・判断が困難という指摘がございました。 

 その他、４番目として他機関・他職種との協力／役割分担が不明確、５番目として福祉

的支援の連携課題に関する指摘がございました。 

 ３ページ目になります。 

 先ほどは内閣府のほうでしたけれども、今回は与党自民党のほうから提言という形で指

摘をいただいています。 

 福祉の充実と保健・医療の連携（DMAT、DHEAT、DWATをはじめ関係団体チーム間の連携、

情報共有）の強化とか、国、都道府県、市町村の連携強化、それから、政府の霞が関、現

地災害対策本部の体制強化です。 

 下ですけれども、「防災庁設置準備アドバイザー会議報告書」の中でも類似の指摘をい

ただきまして、上で申し上げたことに加えて、被災者支援に関する専門性を有するNPO/NGO

やボランティア等との連携が必要であると。 

 こういった指摘への対応を我々として検討することになるのですけれども、４ページ目

をおめくりいただいて、これらの連携の現状・課題と方向性についてまとめたものです。 

 ４ページ目は現状です。１つ目として被災地の情報収集、２つ目として現地支援につい

てまとめております。 

 １つ目で、各局が収集した被害状況を省全体で取りまとめ、「とりまとめ報告書」を作

成。２つ目は、EMIS等の個別システムに入力された情報やDMAT等の保健医療福祉活動チー

ムが把握した情報収集結果につきましては、各システムや活動チームを所管する部局が内
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容を確認し、随時先ほどの「とりまとめ報告書」に反映をしております。それから、避難

所の衛生環境、健康状態、医療ニーズにつきましては、D24H及びJ-SPEED等のシステムを活

用して把握をしているということでございます。 

 現地支援に関してですが、各活動チームに対する支援要請は、被災自治体等が所管部局

と連携して対応。被災都道府県内で活動する活動チーム間の調整は、都道府県の保健・医

療・福祉調整本部が指揮・連絡・派遣調整を担当することになっている。支援活動の状況

は、各チームを所管する部局が把握し、とりまとめ報告書に記載している。こういった現

状でございます。 

 ５ページ目に行っていただいて、この現状を踏まえた課題になります。 

 課題の１点目が、前のページの１に対応する課題と思っておりますけれども、現地のニ

ーズ把握という観点では、電子システムの活用により一定程度整備されているが、収集し

た情報を評価して追加対応の必要性を判断したり、対応担当者へ速やかに伝達する仕組み

が未整備であると認識をしております。 

 下の２つは前のページの２に対応したものですが、活動中の支援状況については事後的

な情報収集が主となっていて、支援が必要な場所への迅速な派遣が十分に実施できていな

いのではないか。活動チーム同士が密に連携する場が乏しく、発災時には個々に臨機応変

な対応が求められることになってしまっているという課題があると認識しています。 

 これを踏まえて方向性として、まず有事に都道府県保健医療福祉調整本部が被災現場へ

の適切な支援を実施できるよう、国としての支援組織を設置するとともに、平時から活動

チーム同士が情報交換をし、連携を行える体制を整えたい。これが議題（２）の関係でご

ざいます。 

 それから、発災時に活動チームの円滑な連携が可能となりますように、自治体が活用で

きる「備えておくべき事項」の整備をしたい。これが議題（３）の関係です。それから、

実践的な訓練モデルを策定したい。これが議題（４）の関係ということで、方向性を取り

まとめております。 

 最後に、６ページ目に行っていただきまして、今後のスケジュールのイメージでござい

ます。年度末までには何らかの取りまとめをしたいと考えていまして、複数回の検討会を

実施させていただきたいと考えております。詳細は御覧のとおりです。 

 議題（１）に関しては以上です。 

○尾島座長 御説明ありがとうございます。 

 引き続きまして、議題（２）「厚生労働省における保健医療福祉活動チームの連携組織

とその機能のあり方」について御説明をお願いいたします。 

○土岐室長 引き続きよろしくお願いします。 

 ２ページ目をお願いいたします。 

 まず、【これまで】と書いていますけれども、能登半島地震対応時におけます組織体制

及び情報連絡ルートということで図示しています。先ほど、課題とか、現状分析とか、あ
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の辺りで説明したことを図にしたと思っていただければいいかと思います。 

 右側のブルーのところですが、部局間での支援の充足状況について共有・評価をする場

がない。医政局、健康・生活衛生局、社会・援護局、単純化するためにこの３つにしてい

ますけれども、ほかにも老健局、障害保健福祉部、感染症の関係部局とか、いろいろな部

が絡んでいるのですが、少なくともそういった部局間での支援の充足状況について共有・

評価をする場がないということで、左側で、被災現場の情報、活動チームの支援状況等の

情報収集及び分析が迅速に行えず、的確な対応につながっていないといった状況がありま

す。先ほどの繰り返しですね。 

 これを【今後】ということで３ページ目に行っていただいて、「組織体制及び情報連絡

ルート（案）」とありますが、こういう形で体制を整備してはどうかと考えています。 

 まず、下の絵でいう①のところです。「保健医療福祉活動支援チーム」、これは仮称で

今後名前を考えますけれども、こういったチームを厚生労働省に設置いたしまして、自治

体や活動チーム及び個別システムから収集した情報の集約・評価をまずここで迅速にする。 

 ②のところになりますけれども、必要な活動チームの種類や数等を都道府県の保健医療

福祉調整本部へ情報提供するとか調整をサポートするという動きをする。それを基に、③

の都道府県のほうですが、都道府県本部が被災現場への適切な支援を実施できるよう目指

す。物すごく単純化すると、こういう組織をつくってはどうかということでまず考えてい

ます。 

 ４ページ目に行っていただきまして、このチームをつくるに当たって検討いただきたい

項目ということで、特にこういったことについて意見をいただきたいということでまとめ

ています。もちろん先ほどの図について、この組織の是非についても当然御意見をいただ

いて結構ですけれども、この組織をつくるとしたらということで、４ページ目のＡとかＢ

ということで、これらについて意見をいただきたいと思っています。 

 Ａが、保健医療福祉活動支援チームの役割・権限についてです。まず、このチームの平

時の役割・権限ということで、各チームの災害フェーズごとの役割分担の整理をあらかじ

めやっていてはどうか。それから、各活動チームの初動・増員・撤退タイミングの調整を

あらかじめ検討しておいてはどうかというのが平時の役割・権限です。 

 災害発生時の役割・権限ということで、発災初期に情報収集・分析をし、派遣するチー

ムの数・派遣先等について都道府県をサポートしてはどうか。当然、厚生労働省現地本部

とか県本部のリエゾン・コーディネーターとの役割分担は重要です。それから、中期的な

支援体制はどうあるべきか、保健医療福祉調整本部閉鎖後の支援はどうあるべきかという

ことについて意見をいただきたいと思います。 

 下です。同じく支援チームの体制についてでございますが、平時のチームの体制という

ことで、保健医療福祉活動支援チームの構成員の数、構成団体も含めてどうあるべきか、

厚生労働省へ活動チームが常駐すべきなのかどうか、活動チーム員における定期的な会議

や情報共有の仕組みはどうあるべきか。 
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 災害発災時については、厚生労働省災害対策本部に組み込むべきなのか、別立ての組織

とするべきなのか、それから、平時と同じですが、保健医療福祉活動支援チームの構成員

の数、設置の場所はどうあるべきか、国と県の間の情報共有方法はどうあるべきか、こう

いったことについて御意見をいただきたいと思います。 

 もちろん、ここに書いていること以外でもこれまでの御経験の中でお気づきの点等がい

ろいろあると思いますので、これに限らず幅広く御意見をいただければと思います。よろ

しくお願いします。 

○尾島座長 御説明ありがとうございました。 

 では、ただいまの御説明を踏まえまして、御意見のある構成員がいらっしゃいましたら、

挙手をして御発言いただければと思います。本日、この意見交換は一番時間を取っており

ますので、じっくりと意見交換できればと思っております。 

 いかがでしょうか。 

 お願いします。 

○近藤構成員 DMAT事務局の近藤です。 

 保健医療福祉活動支援チームというか、本検討会として考えるところの保健医療福祉調

整本部をどのように支援していくかという階層を、特に都道府県、最終的には市町村レベ

ルまでつくっていかなければいけない。 

 そういうことを実務としてどういう人たちがやるのかというところで、３ページ①は厚

生労働省の中だけでというよりも、ある程度の規模を持って、例えば本検討会でいうとDMAT

のコーディネーターとかDHEATの中の一部の方々、そういう方々がちゃんと都道府県や保

健所、最終的には市町村と言われるところの保健医療福祉調整本部をしっかり支援してい

く、そういうような絵面にすることが必要ではないかなと思います。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞお願いします。 

○近藤構成員 もう一点、そういう中で、支援チームというと実働をやる人たちを取りま

とめるというような観点がどうしても今まで強くて、例えばDMATとかJMATという辺りが、

実際に向こうに行って医療活動をするようなイメージでDMATも語られているのではないか

なという気がするのですけれども、DMATはほとんど医療活動をしていないというのが現状

であります。最前線のDMATは病院の本部を支えていくという仕事をやっていますし、DMAT

コーディネーターは市町村や保健所、都道府県の本部を支えていくという辺りがメインの

仕事だという話になっております。 

 そういう意味では、実際に手を動かしていただく方々、例えば災害支援ナースの辺りは

まさにそういう組織だと思うのですけれども、日本赤十字社も一定程度そういうところが

あるのではないかと思うのですが、そういうところと、実際に保健医療福祉調整本部自体

を支援するという話を分けて議論していかないと、どこかでまた混乱してしまうのかなと
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思いますので、よろしくお願いいたします。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞお願いします。 

○植田構成員 日本赤十字社の植田です。 

 今お話しになっているのは、資料２の５ページにあるようなフェーズ０、発災してから

の組織だけのことになっているわけですけれども、当然それをするためには発災前からの

準備にどうしても関わってくるかと思うのですが、それについてはこのステージの中では

考えないという方向になってきますか。 

○近藤構成員 ４ページのところに書いている。 

○植田構成員 平時です。これは立てつけだけですけれども、実際の訓練とかそういうも

のについて、保健医療福祉活動支援チームがどういうふうに関わっていくかどうかという

ところです。 

○土岐室長 恐らく関わっていくべきだと認識しています。議題（３）とか（４）であり

ます。議題（４）が特に訓練ですけれども、そういったことを素案として出しますが、た

だ素案としてぽんと出しただけだとできないところは当然あると思いますし、それをサポ

ートするような役割は平時からあり得るのだろう、むしろやるべきなのだろうと思ってい

ます。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○人見構成員 保健医療福祉調整本部を石川でやった立場から言うと、保健医療福祉活動

支援チームは上手に情報を流すルートであってほしいと思います。厚生労働省のいろいろ

な部局から現場の保健医療福祉調整本部には様々なリクエストがばらばらに来ます。場合

によっては、直接都道府県の担当部局のところに行ってしまって、保健医療福祉調整本部

を経由しないというのは混乱のもとになっていました。 

 ですので、都道府県の立場から見ると、情報伝達の上のほうというのが、国にはたくさ

んありますので、そことの上手なフィルターとして、情報交換ができるというルートにな

るというのが都道府県にとっては一番ありがたい設置の仕方だと思います。 

 そうなると、災害のフェーズに応じて、用意できる情報、用意できない情報、ないもの

はないということがありますので、そこを御理解いただける部局であって、そこが上手に

ゲートをかけていただけると、現場の作業はかなり楽になるかなと思っております。 

 以上でございます。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞお願いします。 

○早川構成員 DHEAT協議会から参加しております。 
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 DHEATの立場から考えさせてもらいますと、まずは行政による支援という立場で、被災都

道府県あるいは保健所や、場合によっては市町にも入りますけれども、そのときに、行っ

た行政の組織の中の一部として活動するチームですので、例えば、厚生労働省の中に保健

医療福祉活動支援チームができたときに、どういう役割を持つのかというのはなかなか素

直に整理しにくいかなと思いました。 

 あと、厚生労働省の保健医療福祉活動支援チームにDHEATから人員を出すときに、平時に

誰を出すかもありますけれども、DHEATは有事に通常の行政職員で構成されるチームです

ので、通常のDHEATのメンバーでやるというのは単純には難しいかもしれないので、どうい

う形でやるかは少し検討が必要かなと。 

 保健医療福祉活動チームとして被災都道府県の中に入るのであれば分かるのですけれど

も、厚生労働省に来る理由というか、理屈のところが、派遣をする側の都道府県からする

と整理が難しいような気がしていますので、通常の活動チームとは違う役割、側面がある

ことを考えながら検討が必要かなと思いました。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞお願いします。 

○近藤構成員 まず議論をやっていくときに、冒頭に申し上げましたが、３ページ①のよ

うな組織が被害がどんなに大きくなっても、都道府県の階層まで支援に入らなければなら

ないと思います。都道府県の保健医療福祉調整本部を支えるチームがあって、それを取り

まとめる、それの窓口として厚生労働省の中にチームがあるということ自体がまずあるべ

き姿だという話をするのか、それでいいのかどうかという辺りを議論しないと次に進まな

いのかなと今の話を聞いて思いました。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞお願いします。 

○久保構成員 広島大学の久保です。 

 今回、国、厚生労働省の中も含めたこういった支援チームを設置するという大きな動き

で、とても大切なアイデアだと思います。 

 私は広島県の災害医療コーディネーターもさせていただいているのですが、県の多くの

計画の中に国に報告をするということがほとんど書かれていなくて、どちらかというと基

礎自治体を支えたいという思いで、いろいろな訓練や計画が成り立っているように思いま

す。報告の先も知事に上げるというのがまずは第一の仕事になるので、そういったところ

である意味終わってしまっている状況があるように思います。 

 一方で、県だけで手に負えない場合にお願いをするのは国や自衛隊ということになりま

すが、そこの部分で、報告先がこれまではどうしても課ごとになっていたり、情報フロー

をつくるべきだという人見先生のお話がありましたけれども、まさに情報のフローを一番

発災時に現実的にマネジメントしてくださっているのは、DMATをはじめDHEATの先生方と、

支援チームの先生方が実際かなりルートを整理してくださっているという状況がある。一
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方で、それが国に行くと厚生労働省の中にはいらっしゃらなくて、各事務局に分かれてし

まっているような現象があるように思います。 

 そういった中で、国の中にも支援チームの先生方がいらっしゃる、あるいは事務局の方

がいらっしゃるような構図があると非常に情報が国まで上がりやすくなるように思います

し、一方、別のアプローチは、そういった部隊を被災都道府県にリエゾンとして派遣して

しまえばいいという考え方も当然あり得ると思うのですが、それは石川県のような比較的

１つの都道府県に被害が集中した場合は成立しますが、大規模な複数の都道府県が被災す

るようになるととても間に合わなくなるので、今、能登半島地震の反省を基に、厚生労働

省内の保健医療福祉調整本部のような機能を持つというのは、自治体側、都道府県にとっ

てありがたいように思います。 

 以上です。 

○尾島座長 どうぞお願いします。 

○近藤構成員 被災都道府県が複数になっても、都道府県の本部機能を支えないと結局回

らないのですよね。今までの災害でも都道府県の保健医療福祉調整本部の運営が難しくな

ったケースが一番多いのではないか。小さな災害になると保健所のほうが難しくなる可能

性がある。例えば、平成30年７月豪雨の被害のあった岡山県では、県よりも圧倒的に倉敷

市の運営のほうが難しかったですから。 

 複数県が被災したとしても、県の本部まではこの支援チームとしてしっかり国がサポー

トしなければいけないのではないかなと思っております。我々DMAT事務局自体も、できれ

ば南海トラフ地震10県が被災したときにも何とかできるような体制を整備したいというこ

とでやっているところであります。 

 我々DMATのコーディネーターも、被災エリアが狭ければ、石川県だったら市町村まで行

けるけれども、複数県、10県とかが被災すると都道府県まで行くのが精いっぱい。それぐ

らいの規模感で考えていったほうが、こういうようなチームはいいのではないかなと思い

ます。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞお願いします。 

○鈴木構成員 DWATというよりは、福祉全体の動きのところでお話ができればと思ったの

ですけれども、この支援の流れを見ていったときに、福祉サービスの提供というのが災害

救助法の中でも位置づけられていく中で、福祉施設の情報の整理の部分、また、それに付

随した支援の在り方で、介護職員の応援派遣等が厚生労働省の動きの中でもあるかと思う

のですけれども、その辺の整理の部分は直接３ページの絵の中では記載がないです。結局、

県全体で調整を図っていく動きになりますし、また、全国老人福祉施設協議会、全国社会

福祉法人経営者協議会等の大きな組織も含めての調整があったり、DMATとの連携もありま

すので、その辺の動きもこの検討会を通じて深められるといいかなというところは今見て

いて気づいたところになりました。 
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 以上です。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞお願いします。 

○人見構成員 もう一つです。あと、こういった組織をおつくりになるときに、１つ都道

府県が期待したいというか、お願いしたいことです。それは、北海道もそうなのですけれ

ども、広域にわたったときに、それぞれの状況が分からない中で、どこにどれだけの配分

をしていくかというのは上から見ていないと分からないというところです。実際、北海道

胆振東部地震のときも本当に困ったのは、294万世帯が停電している中で、どこに集中する

のかが問題だったのです。 

 こういうのは、１つ離れた国の立場から俯瞰をして、もし情報は国のほうが早いのであ

れば、例えば、自衛隊とか大きな組織は都道府県よりも恐らく国のほうが近いと思うので、

そういうところから被災状況の軽重の情報をくださる、もしくは、指示とは言いませんけ

れども、こういうやり方があるという御提案があると、恐らく初動が早くなるかなと思っ

ていまして、大きな災害になればなるほどこの機能が物凄く生きると思っています。 

 小さなときはうるさいかもしれません。でも、情報を国のほうに上げていくルートとし

て、国から聞かれる情報のフィルターとして、物凄く期待したいところでございます。ま

た重なることを言ってごめんなさい。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○土岐室長 今の関連といいますか、有事の保健医療福祉活動支援チームが発動する基準、

基準というほどがちがちしていないと思いますけれども、それは考えないといけないなと

思っています。それこそDHEAT先遣隊が出ていくような規模の災害で組成するとか。それこ

そ小さいところで毎回毎回立ってああだこうだと言ったら、それこそうるさいと思います

ので、そこは何らか決めたいと思います。 

○人見構成員 都道府県で仕事をしていますと、災害救助法の適用になるのかどうかでや

ることが全く変わるのです。今はまだ災害救助法の適用が決まっていませんけれども、見

込みまで言われると一気にいろいろなことを我々はできるのですが、そこまでじりじりし

ているのですね。 

 規模によりますけれども、災害の規模によって、恐らく保健医療福祉活動支援チームは

初めは小さくてもいいのかもしれません。災害救助法が決まれば、災害の範囲が見えてき

た中で少しずつ大きくしていくような運用をしていただけるとありがたいと考えておりま

す。 

○水野参事官 内閣府でございます。 

 災害救助法の話がありましたので、事実関係というか補足を申し上げます。 
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 救助法の適用かどうかは、知事、要するに都道府県の御判断になりますので、今のお話

は恐らく都道府県内の災害部局と保健医療福祉部局との連携の話かなという感じがしてお

りまして、国というよりかは県庁の中かなという気がしました。どういう御趣旨かはあれ

ですけれども、事実としてはそういうふうになっているということでございます。 

○人見構成員 その辺が、国が認めてくれないとはしごが外れるのではないかという感じ

がしまして、どきどきものだというのが実際に現場で働いている者の感覚です。ぜひお認

めいただけたらありがたいと思います。 

○水野参事官 個別具体的なケースごとに判断することになると考えております。 

○尾島座長 どうぞ。 

○近藤構成員 今の基準について。基準というか、御参考までという話ですけれども、DMAT

のロジチームの派遣というのは、被災県自体の災害への対応力の強さは一定程度考慮する

のですけれども、基本的には他県のDMATをお受けするようなときには、コーディネーター

チームを先遣的に送っています。そういうのもこの保健医療福祉活動支援チームのシステ

ムの中に入ってくるのではないかなと思います。 

 そうなると、今の時代だったら、DMATが他県から動員されるようなケースであれば、一

定程度DHEATも活動しなければいけないという話になるので、そこら辺が保健医療福祉活

動支援チームの活動の一つの基準になってくるのではないかなと。 

 もうちょっと小さい災害から災害救助法により対応していくという都道府県の立場があ

るのでしょうけれども、支援チームがたくさん行くという観点でいくと、災害救助法によ

る対応と保健医療福祉活動支援チームの活動開始の基準の違いが一つの課題になるのかな

と思いました。 

○尾島座長 久保構成員、お願いします。 

○久保構成員 土岐室長からお話があった、どれぐらいの規模でこういったシステムにス

イッチを入れるかというお話でしたけれども、特に設置直後は練度を上げていくために、

かなり小さくてもどんどん積極的に活用していくことがまず重要ではないか。その中で、

どういう姿がより適切な姿なのかが見えてくると思うので、まずは練度を上げていくこと、

小さくてもやっていくという姿勢が重要ではないかなと思います。 

 あと、特に国にお願いしたいことという観点に関してですけれども、都道府県レベルだ

と基本的にはやることは３つだということを近藤先生もおっしゃっていますが、基本的に

は人を入れるか、物を入れるか、あと、被災地の負荷を下げるために搬出、搬送してあげ

るか、３つが基本的にやっていることなのだと。 

 ただ、制度や財源の問題は国にのみお願いできることなので、保健医療福祉活動支援チ

ームにおかれまして、そういったファンクションについても、ぜひ被災自治体からのニー

ズをタイムリーに拾い上げていただいて、制度や財源の迅速な調整に御対応いただけると

ありがたいなと思います。 

 以上です。 
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○尾島座長 ありがとうございます。 

 私からも今の関連で一言ですが、新型コロナのときに沖縄県に厚生労働省が行かれて、

現地の困り事を聞いて、いち早く本省に上げて、それを受けた通知をばんばんすぐに出し

ていただいたというのは非常に有効だったと思いますので、現地とやり取りをしながら通

知とか新しい制度をどんどん出していただく、そういうところは国に非常に期待したいと

ころだなと思いました。 

 あと、チームのメンバーですが、我々は都道府県の保健医療福祉調整本部の検討をして

いまして、県庁職員での本部会議と、いろいろなチームも入った本部会議と、どっちもあ

るかなという議論をしていたのですけれども、厚生労働省の場合も、厚生労働省の職員で

のチームは必ずできることになると思うのですが、そういう場合と、ほかのチームも入れ

ての組織にする場合と、災害の規模とかによってそれが変わってくるのかなと思いました。 

 どうぞ、お願いします。 

○近藤構成員 多くのところで実はそれが起こっていて、ダイヤモンドプリンセス号の中

でも、厚生労働省の皆さんだけの会議と、支援チームをみんな集めて僕が司会をするよう

な会議と、二重の会議がずっとありました。 

 逆に言うと、そこでみんなの会議をやった後、個々のプレーヤーたちだけで自分のとこ

ろのミーティングをやるという流れの中の一つに行政だけというのがあるという整理なの

かもしれませんけれども、そのような形は従来いろいろなところで行われているのではな

いかなと思います。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞお願いします。 

○植田構成員 実際に災害が起こったときの都道府県の保健医療福祉調整本部と県の災害

対策本部との関係もあるかと思うのですけれども、どれだけそれがちゃんと一体化できて

いるかという問題がある。それは都道府県庁だけではなくて、市町役場においても市町役

場の災害対策本部と保健医療福祉調整本部がちゃんとつながっているのかどうか、それに

よってちゃんと情報が伝わるかどうかということも変わってきます。また、都道府県も市

町役場も、どういうふうな組織体を動かしたらいいのかというのがにわかに立ち上がらな

いことがあったりするので、最初は国側が入っていって立ち上げを支援してしまうという

形があってもいいのかなと思いました。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞお願いします。 

○早川構成員 改めてDHEATの立場からですけれども、先ほどDHEAT先遣隊という話も出ま

したけれども、DHEAT先遣隊が出動するぐらいの規模であれば、被災地の調整本部というか、

組織自体の評価を速やかにして、必要な支援を入れなければいけないのだろうということ

が念頭にあると思います。 
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 そのときに、DHEAT先遣隊は国の事業を請け負った都道府県から派遣されますけれども、

一方で、厚生労働省の保健医療福祉活動支援チームにまで都道府県から出せるほど先遣隊

のチーム数がたくさんあるとは想定しにくいのですよね。被災県に支援に行くDHEATのチ

ームの方は数がありますけれども。 

 今のように都道府県をメインの構成員とするDHEAT協議会だけだと保健医療福祉活動支

援チームに入って活動していくのは難しいと思うと、DHEATを支える組織体みたいなもの

ももうちょっと強くしていく必要があるのかなと。両方がうまく組み合わさる中で、被災

都道府県の被災状況というか、組織の状況が適切に評価できれば、速やかな支援を入れや

すくなると思うので、これを回していく役割を持つ保健医療福祉活動支援チームにどうい

う人が入ればよいのかという点も併せて検討できるといいかなと思いました。 

 都道府県のチームだけをメインとするDHEATの体制だと、ここまでさばくのは難しいの

ではないかというところがあると思います。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞお願いします。 

○細川構成員 災害関連なんかでずっと僕も関係していたのですけれども、今回のことも

含めて、平時に関しては都道府県の部局がしっかりと決まっているかどうかということ。

保健・医療・福祉というのは一連でございまして、まず発災しますと医療のほうが出てき

ます。それに保健・福祉は当然つながっていくわけでございます。 

 特に1.5次、２次避難所等を経験して、担当部局が決まっておらず、入り口に誰が入って

きたのか、どこから来たのか把握できずに一生懸命入力されている方に聞いたところ、担

当外から来られて対応をされていた。 

 そのため何が必要かというトリアージができないので、避難所に被災者や職員、支援チ

ームがばらばらで入ってきます。今回の場合は、２次避難所に何千人、加賀温泉とかいろ

いろなところに行かれてばらばらで、把握するまでがかなり大変であったということであ

りますので、県の部局、あと市町もきちっとした把握の状態をつくっていただいて、まず

入り口をしっかりと把握することが一番大事かなと。 

 その後に、JMATやDMATといった医療から、保健とか福祉がつながっていくのかなと思っ

ていますので、発災直後という中ではまず入り口、情報収集・分析という形がかなり大事

になるのではないかなと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞお願いします。 

○近藤構成員 逆に言うと、最初の入り口の情報というのは、今まで保健・医療・福祉を

やっていたプロバイダーが健全なのかどうかというところが最初の入り口になってくるの

ですよね。 

 いつも私はいろいろなところで申し上げているのですけれども、災害時というのは、新
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しい病気が出てきたり、新しいニーズが生まれるよりは、既存のサービスができなくなっ

て、それによる被害のほうが圧倒的に大きいというケースが今まではほとんどです。 

 そういう意味でも、保健・医療・福祉のプロバイダーになっているところ、病院とか診

療所、あるいは福祉施設、福祉施設にも医療はかなり必要で、そこの医療が滞るとあっと

いう間に病院にみんな来て、病院が逼迫してしまうということはすぐ起こります。コロナ

のときもそうでした。 

 施設であるとか、あるいは避難所等においても保健というところになると思うのですけ

れども、例えば避難所の保健であれば今の細川先生の話は本来なら市町がやるのですけれ

ども、そこがキャパオーバー、あるいは彼らも被災者になっている、そのような形の中を

どう支えていくかという視点で、考えることが必要なのかなと思っておりますので、改め

てここで申し上げたいと思います。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○市川構成員 芝浦の市川です。 

 最初に近藤先生がおっしゃっていたように、保健・医療・福祉調整のところが厚生労働

省から市区町村まで一体で動いていくことが必要かなと思っているのですけれども、もう

ちょっと上のレイヤーから見ていくと、例えば国土交通省が何かしたい、ほかの省庁が何

かしたいときに、個別に医療とか保健とか福祉に連絡するよりも、厚生労働省のこういう

支援チームがあるのであれば、そこに一旦入れてあげれば、例えば電源車をどうしましょ

うみたいな連絡を僕も自宅で受けたことがあるのですけれども、「これはDMATが必要なの

か」「なぜ僕に来るのだろう」ということがあったのですけれども、こういったのが厚生

労働省に一旦情報が入って、そこから都道府県のほうに落とすというのはしやすくなるの

かなと思っています。ほかの省庁からの連絡の窓口となる意味でも、こういった支援チー

ムをしっかりと構築するのが大事ではないかなと思います。 

○尾島座長 どうぞお願いします。 

○近藤構成員 今のお話は、先ほどどこかが言っていたと思うのですが、保健医療福祉調

整本部と災害対策本部がどうつながっていくか。災害対策本部の中の保健・医療・福祉分

野が保健医療福祉調整本部で、都道府県で言えば、部長がそれを把握して、災害対策本部

の会議でしっかり話すという話がメインだと思うのです。 

 そうは言いながら、実際には、自衛隊や消防、DMATのリエゾンが、搬送調整を最初やっ

ていくということもあるのですね。保健医療福祉調整本部と災害対策本部がどのようにつ

ながっていくかということも今後は一つの論点にはなってくると思うのですが、まず今回

はその前に、保健医療福祉調整本部というような形を、国から市町村までどのような標準

化したものをつくっていって、それをしっかり支援できるような人員をどのように確保し

ておくのか、こういう辺りをまずやって、その後、せっかく水野参事官もおられています
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ので、内閣府も含めて災害対策本部とどのような形でやっていくかという議論にいずれ広

げていければいいのかなと思いますが、まずはそこから始めたほうがいいのかなと思って

います。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○久保構成員 そうすると、災害対策本部との連携というのは、一旦まずは保健医療福祉

調整本部のほうに集中しようというような大きな流れが見えてきましたが、どうしてもオ

ペレーションのときは災害対策本部との連携が必要で、その一番の理由は、ロジを基本的

に所管されてらっしゃるのは、電源車にしても災害対策本部の御協力をいただかないと動

かすことができないので、特にそういった観点で災害対策本部との連携は必須であって、

そこの部分は今後整理していけるといいのかなと思います。 

 プラス、もう一つが、あまり議題にしにくいことかもしれませんが、そこには知事や市

長がいらっしゃって、政治的なリーダーシップがいらっしゃるので、その方々との連携と

いうのは実際の行政活動あるいは支援活動をやっていく上で非常に重要なことだと思いま

すので、今回は直接扱うわけではないかもしれませんが、そういった行政の動きも理解し

ながら、みんなで保健医療福祉調整本部の動きを議論していくことが重要に思います。 

 以上です。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞお願いします。 

○人見構成員 北海道胆振東部地震、能登半島地震、それぞれを比較してみると、まず自

治体の保健医療福祉調整本部の持ち方が全然違います。そして、その形態が違うと、それ

ぞれが県の災害対策本部とどうやってつながるかというやり方がまた違うのです。そこに

どうやって支援するかというのを考えながらのDHEATだったのですけれども、能登半島地

震では北海道胆振東部地震とまるで違うことをしなければいけなかった。 

 逆に言うと、都道府県が金太郎飴ではなくて、かなり個性的なのです。長野県に漁港は

ないですよねというように随分違います。また、そこにある自衛隊の種類も違います。北

海道であれば、北部方面総監部があり陸上自衛隊が中心になりますけれども、場所によっ

ては例えば海上自衛隊が中心になりますので、随分違う。そこら辺を御理解していただけ

る厚生労働省の支援チームがあるといいなと思っています。 

 厚生労働省のチームと別に、都道府県の保健医療福祉調整本部については、都道府県の

災害対策本部とつながる上でも、総務課、要するに保健衛生部局の筆頭課がしっかりコミ

ットしてくれないと全く動きが取れなくなります。例えば発災直後の石川県ではそこが機

能してなかった。では、北海道胆振東部地震ときはどうだったかというと、筆頭課による

取りまとめが機能していませんでした。なぜなら、保健医療福祉調整本部の概念すら当時

はまだなかったのですね。「保健医療調整本部」の通知が出た６時間後に発災しています

ので。 
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 これから都道府県の保健医療福祉調整本部をしっかりした受皿にするためには、部内の

予算、人事を持っている筆頭課がちゃんと音頭をとって、そこが必要な人員を集められる

体制にしてもらうと、しっかりした体制をつくる上でいいのかなと思います。 

 北海道であれば衛生部局の総務課ですけれども、総務課は知事が設置する災害対策本部

に対する調整業務（内務）で重要な役割を担います。私は内務と外務という言い方をする

のですが、庁内で整合性を取った作業をするためには内務がとても必要になります。片側

で、外の支援チームとのやり取りをしてオペレーションを決めていく、これは外務になり

ます。その間をつなぐという役割を保健医療福祉調整本部が担えないと、県庁内務の調整

能力があるDHEATを入れてそこをつなぐようなことをしなければいけなかったように思い

ます。保健医療福祉調整本部自体の要件として、やはり衛生部局の総務課が部長の意向で

不要不急の仕事を止めていただくという作業が入っていないと駄目なのです。それを基に

衛生部局や保健所の体制を切り替えることができます。不要不急の仕事を止めて人を集め

て、そして、厚生労働省の支援チームとの連絡をしっかり立ち上げて、情報共有しながら

オペレーションができる。内務が機能しないと僕らは何も仕事ができないですからね。 

 そして、現場のほうは待ったなしで動いていますので、そこは日本の場合はDMATという

すばらしい組織があって、コーディネーターチームまでありますので、その動きにどうや

って都道府県の保健医療福祉調整本部が協力して、立て直していけるか、そういう大きな

作業になると思います。そういう意味での保健医療福祉調整本部の在り方はしっかり決め

ていただいて、その上で厚生労働省の支援チームとの関係をしっかりつくり上げていただ

けたらと思っております。 

 長くなってすみません。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○植田構成員 先ほど市川先生から電源車の話がありましたけれども、保健・医療・福祉

に関わるニーズは、さっき言った電気とか水というニーズがあるわけですけれども、そう

いうのは県庁レベルでは県の災害対策本部から国に要望を上げたりすることになろうかと

思うのですが、厚生労働省としてはそういう情報は伝わるシステムになっているかどうか。

被災者の保護に関わるインフラに関する情報を厚生労働省は握っているかどうか。 

 そうでないと、県の災害対策本部から国に上げた挙げた情報は、県の災害対策本部に下

りてくるけれども、それが保健医療福祉調整本部に来るまでは時間がかかったり、同じよ

うなことが市町レベルでも起こっているのですよね。だから、そういう情報がスムーズに

伝わるようにすることを国側で、要するに、国土交通省と厚生労働省、内閣府と厚生労働

省という形でつながっているかどうか、そういう情報のやり取りができるかどうかという

か、スムーズに行ってほしいところですね。 

○近藤構成員 それは正直に言うと難しいのですよ。 
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 その話は、北海道胆振東部地震ときからずっと積もっている話で、市町村は市町村で、

要は自助・共助・公助もそうなのですけれども、結局三重ぐらいで回るのですよね。例え

ば、病院は協定を結んでいる業者から物を買う、物を持ってこいと言うと同時に、市町村

に要請する、あるいは県に要請する。そうしたら、業者、市町村、県はそれぞれ違うとこ

ろで動き始めるので、二重、三重になってしまうのは仕方ないと思っています。そこを情

報という観点でいくのであれば、EMISがしっかりそういうところの一つのキーワードにな

ればいいのではないかと思っています。 

 ただ、要請するなということを現場に言うことはできないので、現場は現場で動いてい

くだけの足りないところがどこなのかということを共有のプラットフォームの中で判断し

ていくことしか実務的にはできないと基本的には思っています。 

 自衛隊のモバイルを要請するときにも、いろいろな都道府県から要請があるときにどう

しようかという話を我々も統合幕僚監部としていることがあるのですけれども、いろいろ

なところが言ってくることをワンストップにしたほうがいいことは分かっているのだけれ

ども、なかなかワンストップにし切れないというのが現状なのかなと思います。 

○土岐室長 そうですね。近藤構成員が大体おっしゃっていただきましたけれども、シス

テム的に国側で国土交通省と厚生労働省の連携がつながるような感じには現状はなってい

ないですね。 

 先ほどの人見構成員の話であれすると、参考６に保健医療福祉調整本部をこういうふう

にやってくださいというような通知を入れているのですけれども、当然もう皆さんは御覧

になられていると思うのですけれども、ここにそれこそ知事部局との連携をしっかりやる

べしとか、そういったことはぱっと見た限りないので、それを書くことはできると思いま

すし、皆さんの先ほどからの御意見を聞いていてもそうですし、僕がさっき議題（１）で

説明した最初に、内閣府からの指摘で災害対策本部と調整本部の連携が駄目であるとあり

ますので、そこはやはり大きいと思うので、そこは少なくともこの通知には書けると思い

ますし、何らかやりたいと思います。ここでお話しいただくメインイシューではないと思

うのですけれども、内閣府と話を詰めればできると思いますので、やっていきたいと思い

ます。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 さっきの電源車のつながりですけれども、７月にあった関係団体の連絡会議を伺ってい

て。先にどうぞ。 

○水野参事官 今の座長の話と同じ話かもしれません。内閣府でございます。 

 植田先生から御質問のあった、いろいろな情報というのがシステム上はできていないと

いうのは、まだという意味では先ほどの土岐室長の話のとおりでありますけれども、もう

ちょっとアナログ的な話にはなりますが、情報自体は共有されていて、また、紙ベースで

あるので、そこをうまく拾い上げてやるというのがお互いの各省庁の災害窓口課の業務か

なと思っております。 
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 内閣府の中でも情報は共有されておりますので、私の関係ですと、福祉施設が何か所被

害を受けているというのを厚生労働省の資料で見て、そこに向けて電源車が何台動こうと

しているのは経済産業省の資料で見てというところで、一応つながっているかなというと

ころは確認して、恐らく我々が見る以前の段階で、それぞれ現場や各省同士で調整をされ

ているということだと思っております。それが十分でなかったり、もうちょっとタイムラ

グをなくしてという御指摘であれば、そのとおりかなと思います。 

○尾島座長 どうぞ。 

○人見構成員 補足ですけれども、情報がうまくつながっていないのではないかというお

話に関しては、災害というのは初めは何も情報がないところからスタートしますので、必

要な物を必要だということを、それぞれのステークホルダーでも何でもいいけれども、そ

ういう人たちが上げるというのは仕方がないと思っています。 

 そして、混乱というか、そういった状態をカオスにしないこと。どれだけ早く統制を取

っていくかというのが競争なのだと思うのです。ただ、そこに無駄が生じないかといった

ら、それは絶対無理なので、どのように最適化を図っていくかということを目指すのが災

害対策本部かなと思っています。 

 それで、保健医療福祉調整本部と災害対策本部がつながっていないではないかという話

については、実は都道府県の中でも意外と難しいのです。私のいる衛生部局から、経済部

局とか他部局の人たちが全部入っているところへ行って大きな声を上げながら調整すると

いうのは、心臓に毛が生えていないといけない面があります。 

 北海道胆振東部地震のことを言えば、常に衛生部局から災害対策本部指揮室にリエゾン

を出して各方面に依頼はしていました。 

 ただ、実は、電源車というもの一つとっても、要求するのは医療だけではないのです。

水産も出てくるし、林務も出てくるし、いろいろな産業が必要を訴えます。その中での調

整になりますので、最適化なのです。 

 なので、必ずしも保健医療福祉調整本部の思っていることが最優先ではないというのは、

これはもう人の社会ですから仕方がない。その中で、どのようにロスを小さくしていくか

ということを災害対策本部で衛生部局の職員が頑張ってくれました。 

 それから、能登半島地震のことを言えば、私は石川県庁舎９階にいたのですけれども、

実際には対策本部のある６階に初めのうちはかなり通っています。６階に国土交通省の方、

それから、当時副大臣もいらっしゃいました。厚生労働省の方、経済産業省の方、いろい

ろな方がいらっしゃった場に、今こういうニーズがありますよと言って歩いていたのです

けれども、これを県の衛生部局の方がいきなりやるかといったら、すごく難しかったろう

なと思っています。 

 衛生部局や保健医療福祉調整本部から対策本部指揮室に出向いて顔の見える関係を作る

ことは、発災直後の情報が錯綜した中ですので災害対応の経験がないと難しいと思います。

保健医療福祉調整本部では、出だしのある程度の混乱は当然と考えて、混乱していること
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を早く把握すること。そして、それをどうやって最適化していくかということの指揮を執

る。これが保健医療福祉調整本部の大事な機能で、それを国レベルで支援していただける

組織ができるというのが非常にありがたいと思っています。 

 以上でございます。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○近藤構成員 自分であまり災害対策本部とのつながりはという今日の議題ではないので

はないかという話をさせていただいたのですけれども、ほぼほぼがそうだったので、それ

についてコメントさせていただくと、先ほど久保先生から、保健医療福祉調整本部の機能

という中で、情報を取る分野としては、先ほど私が言ったようなサービスプロバイダー、

そもそも保健・医療・福祉のプロバイダーである人のところから情報を取っていく。それ

に対して何をやるかというと、人を出すというのは医療の中でできるのです。しかし、「物」

と「搬送」というのは他機関との調整が必要になってくる。 

 DMATも、物資班と搬送班は必ず災害対策本部に一定のリエゾン的な活動をしながらそう

いう調整をやっていくということが大体でありますし、まさに北海道胆振東部地震のとき

はずっとDMATのスタッフと北海道庁のスタッフが道庁地下１階の災害対策本部の中にいて、

主に自衛隊に油を入れにいっていただくというようなオペレーションをやっていましたし、

航空搬送調整班にドクターヘリ等が入るということはもう制度化されているという話なの

で、搬送調整と物資支援という辺りは災害対策本部と密接に関わりながらやっているので、

そこはかなり情報を共有しながらやっているというのが事実ではあると思うのです。 

 それが市町村のレベルと国のレベルと県のレベルということが三重の調整にはどうして

もなってしまうことまではなかなか救えないので、そこはやはり情報の共有によって、ネ

ットワークオペレーションセンターではないですけれども、相互を見合ってやっていくし

かないのかなと思っています。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 ほかの分野とつながるのが、現場に近いレベルなのか、県とか国なのかというときに、

７月に行われた連絡会議を聞いていまして、分野によって各都道府県支部がある分野と、

そこまではなくてブロックごととか全国組織しかない分野があるなと思いまして、そうい

う拠点が少ない分野については国がかなり調整していただく必要があるかなと思いました

し、都道府県とか、場合によって市町村単位に拠点があるような分野ですと、現場に近い

ところでやったほうがより融通が利きやすいのかなと思いました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞお願いします。 

○早川構成員 １点、半分質問にもなるのですけれども、４ページの真ん中辺りに災害時

の情報収集・分析とか書いてある下に「※厚生労働省現地本部、県本部のリエゾン・コー

ディネーターとの役割分担」厚生労働省とありますけれども、実際に本省に保健医療福祉
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活動支援チームを置いた場合に、情報を上げてくるルートは団体ごとになるのか、あるい

は現地のほうで整理してから上げるのか。情報収集といった辺が有効に機能するかどうか。

ばらばらに上がってきても本省内で整理するだけでは難しいところもあるので、現地でど

うそれを整理しながら上げるかみたいなところもセットで考えておく必要があるのかな、

有効に機能するための一つの検討事項としてあるのかなと思います。 

○尾島座長 どうぞ。 

○土岐室長 我々として、最初も言ったか言わないかはあれですけれども、都道府県調整

本部が災害の対策の中心となるのはこれまでどおりだと思っていて、それを支援するチー

ムとして今回国側としても置きたいというのが前提にあるので、一旦は国で直接吸い上げ

る情報というのはあまり想定してなくて、現場の中心になるところに集中して、そこから

うまく上がってくる。さっき部局ごとしか上がってなくてどうのと言いましたけれども、

そこがうまく上がってくるというようなものを基本的には想定しています。 

○久保構成員 そうなってくると、情報のルートというのは、当然基礎自治体でもまず集

め、県でも集め、国でも集めという形で、資料化されて内閣府にも行くという形になって

くと思いますので、その一つの重要なタイミングは、調整本部会議を保健医療福祉調整本

部や災害対策本部がやっているようなタイミングで、いかにその会議資料を共有資料化し

ていただいて、それを地域から県に、県から国に上げていくかというようなルートが非常

に重要ではないかと。 

 そういう意味では、今後、会議のアジェンダの持ち方、資料の作り方を、いかに基礎自

治体を支え、そして、一部を県に取り組んでいただいて、県から国にも上げていく、そう

いったところが対応の急所になるのではないかなと思います。 

 以上です。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○近藤構成員 そういう意味では、書式の在り方もそうなのですけれども、その前に、久

保先生といろいろ私も研究を一緒にやっていますが、まずは保健医療福祉調整本部を支え

るべき人材は一体どのようなところからやってくるどのような人たちなのかと。 

何となく今まで行きがかり上、DMATのロジチームがやらせていただいて、石川ではたま

たま人見先生と私がいたのでDHEATと協力しながらやるというような話になったのですけ

れども、そこがしっかりとした制度化されていないと、かなり属人的な形に落ちている。

そういう教育をDMATのロジチームのコーディネーターにもやらせていますので、そういう

チームやDHEATの一部の人たちをいかに都道府県や保健所、市町村レベルでの保健医療福

祉調整本部を支える人材として国が質の管理をしっかりやっていただくかどうかという話。 

 その中で、久保先生がおっしゃった話は、先ほど来少し出ていますけれども、本部の基

本的な機能の持ち方、あるいは業務の持ち方、島のつくり方というのを一定的にしておい

て、そういうような同じ階層のものが国にも県にも現場の市町村にもあるということ。実
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はこれがICSの考え方なのですね。 

 ICSのままでいいかどうかというのは、DMATはもうちょっと深く分野に特化していると

ころがあると思うので、今考えていますけれども、そういうような標準的な組織形態を国

も県もさらにそれらの前線も持っておくと、かなり効率よくなる。同じ業務同士のところ

で連携を取っていけばいいという話になりますので、そういうところにみんなで協力して

いく。そういうような体制をつくっていくことが今日の大きな話なのかなと思いました。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○久保構成員 そういう意味では、情報をどこから集めてくるか。本部の中では機能班と

いうのがDMATであれば今６つに分かれていて、機能班ごとに情報が取りまとめられて、き

れいに資料化されていくというのができていますが、機能班は当然その先に地域で支援活

動があって、そこの中では、資料の中にも入れていただいておりますけれども、例えば、

DMATや日本赤十字社の先生方、JMATの先生方がお使いになるカルテが標準化されていて、

そこからデータがJ-SPEEDという仕組みで上がってきて、簡単に各地域で資料化できると

いうことが起こっている。 

 最終的にそれが内閣府に届いていくということも、結局は全て現場の活動個票から情報

というのは始まっていくので、それがEMISだったりしますけれども、いかに本部だけでは

なくて、大変大きな役割を占める支援活動のときに使う様式の標準化をより実用的、かつ、

まずは現場で使えることのみならず、本部にいかに情報を吸い上げるような様式にしてお

くかということが究極的にはとても重要になってくるのではないかなと思います。ぜひ検

討会の中でも、現状の様式の分析とか今後の検討の在り方も議論できるといいのではない

かなと思います。 

 以上です。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 今の様式についてですが、県単位で集計する場合にその辺は非常に重要になるかなと思

いますが、一方で、現場の最前線で対応するときには自由記載的な情報も大事ですし、最

近AIが発達してきて、自由記載をうまくまとめたりということも今後はしやすくなってく

るのではないかなと思いますので、より多様な情報が必要になってくるかなとも思います

が、情報は重要ということは間違いないことだなと思います。 

 どうぞお願いします。 

○植田構成員 保健医療福祉調整本部体制の中で、実際に現場に行った日本赤十字社とし

ては、福祉の部分がどういう動きをしているのかが分かりにくいところがあったのですけ

れども、先ほどの話では、DWATとしても全てのところに行けるだけの人材がなかったり、

調整が難しいということがあるのですけれども、保健医療福祉調整本部という形でまとめ

ていくに当たって、どういう形で福祉の支援を充実させればいいのか、お考えはあります
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でしょうか。 

○近藤構成員 先ほど来申し上げているように、実はDWATとは、鈴木先生とも散々議論を

しているのですけれども、もともと災害救助法改正前はDWATは避難所でしか働けないとい

うことが前提でした。でも、実際の福祉のニーズが一番あるのは、当たり前なのですけれ

ども、入所者施設です。そこに対して人的支援ができないというのが従来の枠組みだった

のですが、能登半島地震の際は、現場の石川県の判断で、全ての高齢者施設は避難所とみ

なすというかなり弾力的なことをやったのですけれども、それで福祉施設に行った介護職、

これはDWATの枠組みではなくて、全国社会福祉協議会、全国老人福祉施設協議会からの人

的派遣という枠組みでやったのですけれども、それを災害救助法で支弁していただくとい

うような枠組みが石川県では実際に動いたという話です。 

 その中で、災害救助法が改正された後、DWATとしてどうやっていくのか、あるいは従来

の枠組み、この間やった全国老人福祉施設協議会や全国社会福祉協議会との枠組みとDWAT

をどのように連携させてやっていくのかという話は、DMATも人を出して鈴木先生とかと今

ちょうど話しているという話ではあります。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞお願いします。 

○鈴木構成員 福祉の関係でいきますと、まず、DWATのほうが47都道府県の整備がチーム

として整ったのは能登半島地震の最中というところもありまして、その後、活動の状況等

も踏まえての今回の災害救助法改正の状況等もいただきながら、例えば在宅、施設はあり

ますので、既存の動きを生かしつつ、足りないところはしっかりフォローができるような

ところを意識していくというのが動き方の全体像かなと捉えています。指揮系統の関係も、

整っている県と整っていない県とどうしてもできてしまっているのが現状にはなっており

ます。 

 チームをつくるところで、日本赤十字社で言うところの救護班に相当する部隊を47都道

府県にはつくっていますけれども、日本赤十字社のコーディネートチームのような検討調

整本部とか、保健所や市町に設置される階層の調整本部を支えていくような人材群をつく

っていくというところが今まだ全国的には整っていなかったり、遅れている状況がござい

ますが、マネジメント通知等も踏まえながら、DHEATと二人三脚でできるような調整側のチ

ームを入れていく部分と、現場の活動調整へ入っていくようなチームをつくっていくとい

うところが、整理をどうしていくかというところが喫緊の課題に挙がっている状況であり

ますので、この検討会の内容等も踏まえつつ、現在の災害福祉支援ネットワーク中央セン

ター、全国社会福祉協議会とも連携をしながら、その辺の進め方をどうやっていくかとい

うところは私からも伝えていきたいかなと思っております。 

 あと、近藤先生からもお話があった福祉施設の支援の関係も、いろいろな支援団体もあ

る中で、初動の動きを意識しているところがまだまだ少ないところがございます。実際に、

災害時情報共有システムの回答も、スムーズに回答する訓練をしている県もあれば、そう
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でないところもあるような状況ですし、その情報を踏まえてどういうことが支援の中で必

要になっていくかというところの組立てまでやっていくことが、今後のお話にもなるかと

思うのですけれども、そうした必要なタスクをどうそろえていくかということも含めて、

この検討会で出た意見を踏まえて、関係者と議論を進めていけるように検討できればと思

っておる状況でございます。 

 以上です。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 人見構成員、お願いします。 

○人見構成員 福祉の話題が出ましたので、ちょっとずれているのかもしれませんけれど

も、福祉を支援しようとしたときの都道府県としての一番の壁は、実は施設ごとに所掌が

全く違うのです。課がいっぱいまたがります。例えば、医療課というところであれば、医

療機関は病院であれ、有床診であれ、無床診であれ、みんな一緒なのですね。１つのとこ

で見られます。ところが、様々な種類の施設が、それこそ1970年代からパッチワークのよ

うにニーズに応じてしっかり整備されてきたという歴史がありますので、これは先人が悪

いのではなくて、歴史に応じてつくられてしまっているので、所掌課が福祉の中で何課、

何課、何課が全部分かれるのです。 

 先日、政府訓練を北海道でやったときには、それぞれの課から人を集めて、保健医療福

祉調整本部の中に福祉支援グループを立ち上げないといけないと思いました。担当課が、

ばらばらに活動するようでは対応が難しいことが明らかでした。 

 もう一つ難しいのはWAM-NETというのが施設のタイプによって入力項目等がそろってい

ないのです。しかも、施設のタイプによっては、災害のときに入れろと言っているところ

と、入れろと言われていないところもありまして、EMISとか市川先生がつくってくださっ

ている避難所のD24Hに相当するような情報を早期に収集する方法として周知され、施設側

が入力するというコンセンサスがまだできていない。これは今後の大きな課題であり、特

に津波被害を考えたときにはアキレス腱に近いと思っていますので、そこは早く整備した

ほうがいいかなと思っています。 

 厚生労働省の資料を拝見していると、福祉系の施設に関してはWAM-NETから情報が取れ

るようにと書いてあるのですけれども、そこは実質化するということを真剣に考えたほう

がいいかなと思っております。 

 以上でございます。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○近藤構成員 今の話の流れで、今日の本論から遠いかもしれませんけれども、情報のシ

ステムの話なのですが、福祉の情報に関しましてはシステム改訂が非常に難しい。今回、

EMISのほうはどちらかというとローコストで災害のために反省をすぐ生かして変えやすい

システムへの変更は行われているのですけれども、福祉分野ではそれが行われていないこ
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とが現状だということは、担当課とも我々は直接意見交換をさせていただいているところ

ですので、そういう問題があるということが１つです。 

 もう一つ、情報の取り方ですけれども、基本的に情報は発信されません。EMISも、別に

僕らはEMISに入れろということを病院に強くは必ず言わないことにしている。なぜかとい

うと、被災地の中の病院は混乱していて、そもそも入れる項目の数字が何だということが

分からなくなってしまっていますから、それを入れろ入れろと言っても、そもそも問題が

整理できていないので入れられないということが原則なので、今は病院に行って病院の人

たちと一緒に情報を整理して、EMISに入れましょうというところになっているというのが

現状なのですね。福祉に関しても、医療機関の10倍あって大変なのですけれども、何とか

そういうようなところまで。 

 結局、集めろと言って前線の病院や施設が入れてくれることが前提でオペレーションは

できないのですよね。入れてくれれば、その分、こちらは御要望に応じて資源を出してあ

げればいいのですけれども、入れていないところのほうが一番ひどいところであって、そ

こは自分のところにどれぐらい支援があって、どれぐらいニーズがあるかという情報すら

整理できていないから発信できないということを考えておかないと、いつも情報収集シス

テムではなくて共有システムだと言っているのですけれども、そういう考えでEMISも運用

しているので、福祉のほうもそういう話を今いろいろ打ち込ませていただいているところ

であります。 

○尾島座長 どうぞ。 

○鈴木構成員 まず、人見先生からいただいたお話のところで、所管する課が福祉施設、

介護、障害、児童も保育分野と社会的養護で違ったり、あと救護施設の生活保護施設があ

ったりということで、いろいろな課がまたがっているというのは、いざというときに歩調

合わせができるかというところは、県の縦割りという部分も、どうしても課ごとに違うと

いうのがあったり、もしかすると部局も違うというところは本当に課題なのだろうなと思

っています。 

 自分のところの取組になってしまうのですけれども、群馬県の中では、群馬県災害福祉

支援ネットワークに所属する群馬県という組織の立ち位置が、いわゆるDWAT所管をしてい

るネットワーク所管の課と、介護施設の所管の課と、障害者施設の所管の課と、保育・社

会的養護と、あと調整本部所管課と防災、７つの課がネットワーク所管の中に入っていて、

そこの指揮系統上はネットワークの所管課の地域福祉課のほうでやりますとなっているの

ですけれども、必ず７課が集まってネットワーク会議をやったり、あと施設の相互応援の

体制もつくっていますが、そのための訓練の検討も７課が必ず集まって、それぞれの動き

を確認しながらやるというのを平時つくっています。 

 そうしたところから、３月に近藤先生にお世話になったDMATの関東ブロックの訓練のと

きも、県の災害対策本部の中の要配慮者対策班という中にそこの位置づけが入ってきます

ので、今回窓口の可視化に参加はしていないのですけれども、調整するときの担当が必ず
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いるという体制をつくっていくことは、今後、ネットワーク会議も含めて福祉の分野では

見直しが必要なのかなと思っているところになります。そうしたことで、ばらつきとか情

報の遅れが解消されるのかなというのはこれまでも感じているところです。 

 あとは、介護と障害と児童で、災害情報共有システムの入り口がみんな違う。つまり、

結果的に見たいときには３つのシステムを同時に３つの端末を使って見るとかしないと従

来できない部分も、市川先生のD24Hを含めて、これの見方をどうするかというところで少

し調整もいただいているかと思うのですけれども、先日、県の老人福祉施設協議会と一緒

に、情報システムを使った回答に基づく支援調整の訓練をやったのですけれども、情報を

探すのが大変で、どの項目を見ていったらいいかというときにも、必須項目だけでも何ら

かの形で抽出したものを可視化できたほうが一番早いみたいなところもやってみたのです

けれども、入れた情報から何を判断するか、あと同じような地域にある中で、同じ条件で

出しても回答が違うことがありますので、その中で悪いほうの情報を基に、この地域はも

っとダメージが大きいのかなという想定の下、もう一回、架電をするなり、調査をするな

りしたほうがいいのではないかということを会議の中でもやっていました。そんな取組を

今後の訓練のスキームのところでは、別途皆様と一緒に詰めていけたらありがたいのかな

と思っているところになります。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 大分構成員から意見が出ましたので、今日は厚生労働省や内閣府からも大勢御参加いた

だいていますので、構成員以外の方も何かございましたらぜひ御発言いただければと思い

ます。オンラインの方もいかがでしょうか。構成員の方も引き続き何かありましたらぜひ

と思います。 

 福祉の関係の情報が出ましたけれども、今、施設の情報を念頭に置いた話がひとしきり

続いたのですが、個人の情報についても大事なところかなと思っています。今、個別避難

計画をつくらないといけないというところがありますが、なかなかカバー率が上がらない

ところがありまして、要介護認定者の名簿とか、障害者手帳を持っている人の名簿とか、

難病の人の名簿とか、そういうものもいざというときにアクセスして、この方にアプロー

チしないといけないなということがすぐ出せるようにとか、そういうことも大事かなと思

っているところです。 

 あと、福祉関係は、できれば同じような体制が全国でできるといいという話がありまし

たけれども、本庁でかなりグリップしている県と、市町村でグリップしている部分が多い

県があったり、今、保健所が保健医療福祉地域本部として動かないといけないという認識

も増えてきたのですが、一方で、福祉について保健所は何ができるだろうかというところ

は非常に悩ましいところです。精神保健福祉についてはカバーできるかなというところも

多いと思うのですが、それ以外について二次医療圏とか保健所圏域単位で取りまとめが必

要なことについて、どこが拠点となってやったらいいだろうかとか、その辺も今後の検討
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課題かなと思っています。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 どうぞお願いします。 

○扇屋調整官 ありがとうございます。厚生科学課の扇屋と申します。 

 議題（２）の資料の４ページ目に当たりますけれども、今回の保健医療福祉活動支援チ

ームの平時の体制について先生方に御意見を伺いたいのですが、ここに、各活動チームの

災害フェーズ毎の役割分担の整理をしてはどうか、各活動チームの初動・増員・撤退タイ

ミングの調整をしてはどうかということを提案として挙げさせていただいております。こ

の点について各先生方から御意見いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○尾島座長 いかがでしょうか。 

 どうぞお願いします。 

○植田構成員 ここに書いてある平時のチームの災害フェーズごとの役割分担というのは、

前もって役割分担をしておくだけのことなのか、平時に何かの活動をするということを想

定していらっしゃるのか。 

○扇屋調整官 どちらかというと前者です。各チームのキャパシティーというのを整理し

まして、フェーズごとにどのチームが活動するのが一番いいのか、認識合わせをしていく

というようなイメージです。 

 ただ、今回の議題（４）にも出てきますが、訓練においてもそこのフェーズごとの役割

分担を訓練で確認をしていくということはあり得ると思います。 

○近藤構成員 そこが先ほど申し上げた少し論点がずれているのかなと思っているのが、

ここに書いている保健医療福祉活動支援チームというのが被災地の自治体の本部を支援し

ているチームなのか、それとも実際に業務をやるチームなのか。本部の支援というのは多

分フェーズによらず変わらないのですよ。そこら辺は、この間も、能登半島地震の例で言

うのであれば、石川県庁の本部はDHEATとDMATが３月いっぱいまでずっとカバーしていく

し、市町村の本部の支援はDMATのロジチームとDHEATとで保健医療福祉調整本部の支援を

ずっとやっている。 

 ただし、その下でプレーヤーとしてやる活動チームがまた別途いるわけですよね。それ

がJMATや日本赤十字社というところなので、その階層を分けて、今回どっちの話をしてい

るのかということを言わないと、話が混乱してしまうのではないかと思っております。 

 そういう意味では、先ほど厚生労働省が言っていた、３ページ目の保健医療福祉活動支

援チームというのは、本来は保健医療福祉調整本部自体を支援するチームをしっかり整備

するべきではないかという話と、今言った本当の意味の被災現場の保健医療提供、これは

保健医療福祉活動支援チーム、もともとそういう名前で通知にも出ていると思うのですけ

れども、いつどのプレーヤーがどこで働くかという話とは、話を別にして考えていかない

と整理がつかないのかなと思います。 

○扇屋調整官 ありがとうございます。 



27 

 

 災害時の活動に関しては、あくまで都道府県本部のサポートに当たるというところは変

わらないのですけれども、災害が起きたときにどのように役割分担をするのかというのを

事前に整理しておくというのを、活動チームの在り方にも関係してくるのですけれども、

常に厚生労働省に各チームの方々がずっといるわけではないと思いますので、定期的な会

合を開く等して役割分担を整理していくとか、そういった絵を考えているのですけれども、

これについてはいかがでしょうか。 

○近藤構成員 そういう意味では、前に申し上げたように、実はコーディネートは２段階

あって、いわゆる保健医療福祉調整本部の運営全体を支えていくところと、そこにのっと

ってそれぞれの組織内をまとめていく。日本赤十字社コーディネーターは基本的に後者の

役割を果たしていると思うのですよね。リエゾンとして都道府県に来ていただいて、やる

ことは日本赤十字社のリソースコントロールなのですよ。JMATも基本的には日本赤十字社

と同じような動きをしていただいているので、そういうようなリソースを持っている人た

ちの団体の方々も平時顔を合わせている。それを実際に調整する側の人たちも平時カバー

しているというような形で考えていらっしゃるのであれば、それはいいことではないかな

と思います。 

○扇屋調整官 ありがとうございます。認識としてはそのとおりでございます。 

○尾島座長 市川構成員、お願いします。 

○市川構成員 この言葉の捉え方なのかなと思っていて、私自身は活動チームだとか保健

福祉調整本部で見たときに、いろいろな活動チームが被災地に入っていく、近藤先生の言

葉を借りると、実働されている方々が出てくる中で、どの活動チームがどういうことがで

きるのですかというのと、入っている活動チーム数が見えてくると、鳥の目で見ていると

ころからの視点で、ちょっと福祉が足りないところに対して福祉ができる支援チームはこ

れぐらいいるのかなという意味での整理であれば、フェーズごとに役割分担をしてしまう

と本当に線ですぱっと切れてしまったりする可能性があるので、例えばDMATで大体この時

期ぐらいにもうロジチームを引き継いだり、その間だったらこういうタイミングぐらいで

できるよねというのを持っているというのがあれば、都道府県と厚生労働省が同じような

見方でその調整とかサポートができるのではないかなというので、言葉の捉え方次第です

が各活動チームは何がフェーズでできるのかなくらいは知っていてもいいのかなと思いま

す。 

○扇屋調整官 ありがとうございます。 

○尾島座長 どうぞ。 

○市川構成員 もう一点、僕も訓練とか研修をやっているときに「フェーズ」という言葉

を使うのですけれども、DMATでも、日本赤十字社でも、DHEATでも、内閣府防災担当でも、

「フェーズ」の定義の捉え方がいろいろあるのではないかと思います。 

 確かに24時間、48時間、72時間ぐらいまでのゴールデンタイムまでは分かるのですけれ

ども、その先は被災地の回復状況によってフェーズの長さが変わってくるはずです。だか
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ら、きっちりとしたというよりは、こうなるとこういう期に入りますよねというのは合わ

せておかないと、支援チーム間で今は何の期ですかみたいな話が出てくると思うので、そ

の辺は難しいとは思うのですけれども、言葉尻を合わせるというのは必要ではないかなと

思います。 

○尾島座長 どうぞ。 

○久保構成員 私も、あまりフェーズにこだわらなくても、特に急性期を対象にした検討

においてはそれでいいのではないかなと思います。 

 今の実際のオペレーションは、能登半島地震もそうでしたけれども、まずDMATが入って

わっと全体をDHEATの先生方と一緒になってアセスメントをして、行政としてのニーズを

特定していった上で、あとは各団体が得意技を発揮していっているような状況に思います。 

 そういう意味では、各団体がどういった特定のミッションというか、キャパシティーを

お持ちなのか、それは人数規模がどれぐらいいらっしゃって、どれぐらいの派遣に対応い

ただけるのかというところさえ認識を共有していれば、あとはフェーズごとというのは流

れの中で決まっていくように思います。 

 例えば、DMATですと、まず災害拠点病院の被災状況から確認する。一方で、日本赤十字

社救護班の先生方は最初から避難所に行って避難傷病者の救護をしてくださるとか、各団

体でアプローチが違うので、そういったところを事前にみんなで保健医療福祉を超えて共

有しておけば、かなりオペレーションはしやすくなるのではないかなと。そういうところ

をまずみんなで整理することが国レベルでも大事だと思います。 

 あと、これは国だけでやればいいことではなくて、地域によってもキャパシティーがそ

れぞれ各団体で違っているので、地域レベルでも事前にみんなで集まってキャパシティー

を交換しておくようなことが非常に有効ではないかなと考えます。 

 広島県ではそういった取組を始めているのですが、平時から、各団体の代表の先生方に

集まっていただいて、基本的にやっていることはキャパシティーの交換というか、もうち

ょっと言うと、コンセプト・オブ・オペレーションというか、オペレーションをどういう

コンセプトで進めていらっしゃるのですか、指揮系統図を持っていらっしゃいますか、そ

ういった辺りをふだんから共有しておくことをやっております。 

 以上です。 

○尾島座長 どうぞ。 

○人見構成員 「フェーズ」という言葉で関連したことですけれども、今このフェーズに

あるからこういうオペレーションをしますという方針を示すのはまさに指揮官の仕事だと

思います。 

 それから、能登半島地震でも北海道胆振東部地震でもそうなのですけれども、地域でフ

ェーズが違いますので一言にはならないです。例えば、奥能登であればずっと急性期みた

いな状況が続きましたけれども、南の加賀のほうでは、早期に回復しており、石川県の130

キロの中でも地域で随分違いました。 
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 北海道胆振東部地震のことを考えれば、まさに震源域の被災地では長く亜急性期の対策

が続きました。一方で、電源が早くから回復していたところは徐々に復旧しますので、地

域によって全く違うフェーズに入っていきます。これの指揮を執るのは結構大変です。平

常に戻った地域から人を呼んで被災地に支援を依頼するので的確な情報の提供がないと協

力が得られなくなったりします。１つの災害でもフェーズが様々に変わるというのがとて

も対応を難しくすると思います。 

 俯瞰した立場から厚生労働省の支援チームがぱっと声をかけてくれて、「ほら、厚生労

働省が言っているのだからやろうよ」と都道府県の保健医療福祉調整本部が言えると、私

たちは仕事をしやすいなと思っています。 

○尾島座長 どうぞお願いします。 

○近藤構成員 平時の話、久保先生の話はすばらしいなと思ったのですけれども、今回の

検討会を通じて、災害時にどういうような人たちが本部支援をやって、その中でメインの

プレーヤーはどう人たちがやるというのが災害時の絵姿としてまずあって、そういうとき

の本部の運営は標準的にはこんな形のものをやるのだという災害時の話があって、そうい

うところの主要メンバーは平時から顔を合わせるような機会をつくって、そういうところ

で、その次の議題に行くのでしょうけれども、訓練の企画をやりながら、平時からそうい

う辺りでやっていく。これを国レベルでもやるし、県レベルでも同じような組織をつくっ

ていく。そのモデルをまず国がやって、都道府県に示すのだというようなお考えでやると

いうのは、非常に夢があっていいのではないかなと思います。 

○尾島座長 どうぞ。 

○人見構成員 訓練のほうに入ってしまいますけれども、都道府県として災害対応訓練を

やっている医療課等の事業課ではなくて、予算や人事を担当し、保健医療福祉調整本部を

実際に所掌する主管課、例えば衛生部局の総務課、に対する訓練が今は一つもないのです。

厚生労働省の支援チームが出来上がったときに、訓練等を通じて、衛生部局の総務課と顔

の見える関係で、いざという時に機能するパイプをつくってくれると、末端で働く職員が

大変にありがたいと思っております。余計なことを１つ追加させいただきます。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 今、フェーズの話と主管課という話が出ましたけれども、最初のフェーズでやるべきこ

とは指揮・調整体制の確立ということを言われますが、都道府県庁の本部でそこを確立し

ようと思うと、主管課の役割は非常に重要だと思います。一方で、今回は国レベルの話も

ありますし、あと保健所レベルや市町村レベルとか、あと私は最近思っていますのが避難

所レベルでの指揮・調整体制の確立が非常に重要ではないかなと思っています。誰がどう

介入したり、平時から何をしておくと速やかに確立できるのだろうかとか、その辺も大事

で、その辺の話になると直接支援活動とかなりオーバーラップしてくるところもあるかな

と思うのです。実際に物を持っていくというのも大事なのですが、その体制をつくるとい

うところをいろいろな現場で進めていくことができるようなものをつくっていく必要があ
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るなと思っているところです。 

 大分いい時間になってきまして、もう少しやったら次に行きたいと思いますが、何かこ

の議題でありますか。 

○近藤構成員 今の議題で申し上げたかったことは先ほどお話しさせていただいたことで

すけれども、個人という話だけ最後に１つだけ申し上げると、私がいつも思っていますの

は、災害の弱者の個人という方々は日頃から必ず医療や福祉のサービスを受けているだろ

う。受けていなくて突然弱る人はそんなにいないはずなのですよね。 

 そうであれば、それの考え方は、プロバイダーの方々にしっかりBCPをつくっていただい

て、例えば個々の開業医の先生たちがBCPをつくったとしても、それが災害時にその先生の

力だけでは当然できないので、そういうところに地域全体としてどうやっていくかと。そ

ういうことをやると個人まで広げられるのではないかなと思っています。 

 そういう辺りも、逆に言うと、この会というよりはむしろ災害全体ということになると

は思うのですけれども、個人を救うために、その人たちに日頃サービスしている人たちが

災害時にそのサービスが継続できるために、もしくはできなかったときにどういうことを

やるのだということをちゃんとBCPを立てておけば、できるのかなと思っております。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

○土岐室長 意見というわけではなくて、早めにブレークを入れませんかという提案です。

長丁場になっているので。 

○尾島座長 では、そろそろ次の議題に行こうと思っているので、この議題について一区

切りします。 

 どうぞ。 

○鈴木構成員 今、近藤先生からいただいたお話に補足的にお話をさせていただくと、先

ほど尾島先生がお話しした個別避難計画のほうが、どういう区分の人の計画をつくるかと

いうのが市町村で結構まちまちです。介護度の切り方も違ったりするので。 

 ともすると、心配な人なのですけれどもサービスは使っていない方が漏れてしまう可能

性があるところが災害時に追いかけなければいけないところにもなっているので、この辺

りは関係者といろいろ整備していくことが重要なのかなというところはございます。そう

いったところを漏れなく体当たりしていく体制は、ここのスキームだけではなくて、平時

の地域の関係者と一緒に進めていく地域防災も絡めて、平時からの体制づくりがまた必要

なのだろうなというところがあります。 

 避難行動要支援者名簿も、更新されているところと残念ながら更新がちゃんと進んでい

ないところもあって、もしかすると新しい避難行動要支援者が生まれてしまっているとい

うところが漏れてしまわないように、そこの更新を推しているところではありますけれど

も、もしかするとサービスを使っていない方も中にはいらっしゃるので、漏れがないよう

な体制づくりが必要なのだろうなと思います。 

○尾島座長 ありがとうございます。 
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 そのほか、議題（２）で言い残したことはありますか。よろしいでしょうか。 

 では、一区切りして休憩としたいと思います。５分休憩して、次の議題（３）に行きた

いと思います。ここまで白熱した議論をありがとうございました。 

 

（休  憩） 

 

○尾島座長 前半は活発な御議論をありがとうございました。 

 続きまして、議題（３）「自治体における保健医療福祉活動チームの連携に向けた準備

事項」に移りたいと思います。 

 では、御説明をお願いいたします。 

○土岐室長 よろしくお願いします。議題（３）です。 

 ２ページ目をお願いします。現状と課題ということで、令和４～６年度の科研の成果物

として、平時と危機時の保健医療福祉調整本部が平時から留意、準備しておくべき事項は

まとめられております。また、活動チーム間で共有すべき事項は一部整理されているもの

の、円滑な各活動チームの派遣調整、関係者間の情報共有に資する事項、発災時に備え自

治体及び各活動チームで平時から留意、準備しておくべき事項はまとめられているものが

ないという状況でございます。 

 自治体におきまして、発災時の円滑な保健医療福祉支援体制構築に向けまして、平時か

ら留意、準備しておくべき事項を明確化して、各活動チームに共有・周知する必要がある

のではないかということで、この議題を出させていただいています。 

 スケジュールは御覧のとおりです。 

 具体的に留意しておくべき事項という案を、ざっくりしていますけれども、３ページ目

にまとめています。自治体がまず準備をして、その上で各活動チームに対して共有する事

項の案ということにおおむねなろうかと思います。 

 ①として、これは本当に基本的な話で、恐らく既にあると思うのですけれども、関連法

令とか関連計画、被害想定、基礎データの類いです。 

 ②は、先ほどの御意見でも少し触れていただきましたけれども、県内もしくは市町村内

の各活動チーム同士の連携の場を設けるというのはどうかということです。例として、広

島県の保健医療福祉ネットワーク会議というのがございます。 

 ③として、各活動チームが被災地で活動する際に必要な情報。１つ目、各活動チームご

との活動フェーズと主な活動内容です。先ほど久保構成員がフォローいただいた内容かと

思います。その次が、避難行動要支援者数とか避難の可否、避難手段、搬送先、搬送手段

と書いていますが、これが先ほどから何度か出ている個別避難計画の亜種というか、要す

るに個別避難計画があればこれは恐らくできていることになろうかと思うのですけれども、

あれはまだたしか努力義務かと思いますので、そういう計画をまとめていないところも多

いかと思うので、そういうところは実際に発災したらまずいことになるだろうということ
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で、こういったものを事前にまとめておくとよいだろうと考えています。 

 それから、災害時に機能停止リスクの高い病院、施設等。これも先ほど近藤先生が触れ

ておられましたけれども、EMISといったものを既に実装されていますが、その他、特に福

祉施設のようなものは恐らくまだないということなので、こういったものを整備しておく

べきではないかということです。その他、情報の共有方法とか通信手段。 

 ④として、調整本部の運用方法・手順。これはもう既に準備が恐らくあると思うので、

これは共有する事項です。 

 ⑤も同じく、調整本部の運営に必要な環境整備に関してということでございます。 

 下の※のところで、災害対応関係者の健康にも留意した持続可能な支援体制の構築準備

をするというのは、これは共有どうのというよりは、災害時はアドレナリンが出て無理を

してしまうという類いのものだと思いますので、例えば本部の設置場所を検討する際に休

憩スペースも想定するとか、飲料水、食料、寝具、簡易トイレ等の生活用品を確保すると

か、３点目が一番重要でしょうけれども、健康モニタリングが実施できるような体制にし

ておくとか、そういったことで健康にも留意した持続可能な災害対応をやっていってはど

うかということでございます。 

 一旦以上です。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 では、ただいまのような事項について御意見がございましたら挙げていただければと思

いますが、いかがでしょうか。 

 どうぞお願いします。 

○植田構成員 「自治体が」という主語になっていますけれども、自治体の中でも部局が

分かれていますよね。日本赤十字社は、平時において訓練を一緒にやったり、行政をやっ

たりするのは危機対策課だったりするわけですけれども、保健・医療・福祉部局が、自治

体では保健福祉部がこういう訓練に一緒に参加するかというと、なかなかそういう意識も

ないですし、例えばここにある関連法令をそういうたちが知ることができるかというと、

なかなか難しいと思うのですよね。 

 だから、「自治体が」というところを危機管理対策部局と保健福祉部局と、もっとほか

にも必要かもしれませんが、それらが一体となって備えるような仕組みづくりをどこかか

ら提案しなければできないのではないかなというのを危惧するところです。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○近藤構成員 進め方ですけれども、植田先生のお話にあるように、訓練の話も必ず議論

していると出てきそうなので、まとめてやられてもよろしいのではないですか。 

○尾島座長 では、訓練の話も一体的にやりますか。 

○土岐室長 ありがとうございます。 

○尾島座長 では、議題（４）「自治体における保健医療福祉活動チーム間連携に資する
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合同訓練の素案」を伺って、両方をまとめていきたいと思います。 

○土岐室長 経緯としては同じといいますか、人見先生もおっしゃっていただいています

けれども、保健医療福祉調整本部だけの訓練がなかなかないというか、調べてみると意外

に、そこだけではないのでしょうけれども、医療保健調整本部とどこかと連携したような

訓練は割とやられていたところはありましたけれども、それなりの割合でやっていないと

ころはありますので、我々として素案を出して、できれば47都道府県であらかじめ準備を

整えておけるような、先ほどの議題（３）のものも含めて、そういうことで素案を出した

いということがこの議題です。 

 めくっていただいて、構成要素ということで、これは一般的な訓練の案を並べています

ので、改めて説明という話でもないかもしれないですけれども、ざっと言いますと、訓練

目標が一般目標と個別目標ごと、主な訓練項目、訓練場所の要件、訓練方式、スケジュー

ル、参加機関の例として活動チームの統括役とか市区町村リエゾン、消防・警察・自衛隊

まで含めるかどうかということ、あと役割分担表、指揮命令系統図、訓練実施要領、御覧

のとおりこういったものを最低限素案としてつくって出してはどうかと思っています。 

 以上、よろしくお願いします。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 では、訓練の話にも入っていただいて結構ですが、前半はそれぞれ共有する事項を中心

にしながら、だんだん訓練の話を中心に行きたいと思います。 

 何かほかに御意見はございますでしょうか。 

 私からピンポイントの話ですが、災害時に機能停止リスクの高い病院というのは、この

辺がEMISで大分整理されているかなと思いますが、保健所が病院の立入検査等を毎年やっ

ていますので、そういうものともリンクしながら病院の脆弱性をはっきりさせたり、EMIS

にしっかり入れてくださいねという話をしたり、医療と保健も連携しながらその辺も進め

られるといいなと思っています。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○近藤構成員 せっかく振っていただいたので。 

 逆に、脆弱性を知っておくことは、特に病院、診療所あるいは施設にとって非常に重要

でありまして、そこから助けなければいけないということをあらかじめ知っておくことは

できるので、それを災害時に集める必要はないだろうと思うところではあるのですが、現

行ですと、都道府県の担当者に半ばボランティアでそこの項目を更新していただくという

話ですので、ある程度の保健所等々の力も借りながら更新していくということは一つ、医

療機関においてすらまだ十分できていない。EMISに項目はあるのですけれども、そこは最

新の情報が入っていないと意味がない話ですので、平時の施設の情報を把握すべき事項と

して整理することはありがたいと思います。 

 ちょっとイメージしにくい方々のために少しだけ補足すると、例えば自家発電だったら
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燃料はどれぐらいなのか、燃料の種別は何なのか、給油口は何なのか。逆に言うと、先ほ

ど電源車の話が出てきたけれども、電源車は大変難しくて、電源車に関わる情報は10も20

もあるのですよ。そういうような情報を災害時に集めることはほぼ不可能なので、そうい

う情報については平時からやっておくことまでは御理解いただけるのですけれども、それ

を適時アップデートする仕組みが必要ではないか。その一つは、尾島先生から御提案があ

った流れなのかなと思っております。 

 その一方、福祉施設についてはまだそこはしっかり集まり切れていませんし、システム

の中でそれをフォローするようなシステムができていないというのが前提だと思いますの

で、そういう辺りも含めて、先ほど申し上げたようなプロバイダー自体の脆弱性をあらか

じめ把握しておく。そうでないと災害時の作戦が立てられないということに尽きるかと思

いますので、そこを事前に把握すべきこととして整理していただくのは非常にありがたい

なと思います。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 久保構成員、お願いします。 

○久保構成員 ありがとうございます。 

 脆弱性に関して、評価をしてみればおのずと福祉施設のほうが医療機関等よりも脆弱性

が高いという結果が地域では出てくるのが一般的ではないか。立地から始まって、そうい

う状況があるように思います。 

 地域で向き合っている問題の一つは、近藤先生がおっしゃったとおり医療機関より10倍

福祉施設はありますので、そういった中でアセスメントをしたときに、例えば、数台の電

源車を一体どこに優先配備するのかという議論をしたときに、やはり災害拠点病院からで

はないかという考え方を福祉の先生方とも共有できるかというのは、そんなに簡単な話で

はないように感じております。 

 これは優先順位、あるいはトリアージそのものになってまいりますけれども、そういっ

たことも含めて、それを有事にいきなりやれというのはかなり大変なことで、平時から顔

の見える関係をつくって、ディスカッションをして、オペレーションの優先順位はこうだ

よね、我々の地域でこういうふうにやってこうねということを合意しておくことが重要で

はないかなと思います。そういうことも平時の体制の中で議論するテーマの一つではない

かなと思います。 

 もう一点、植田先生が御指摘いただいたように、行政の方にどれだけリードしていただ

けるかというのは大切なテーマであるように思います。保健所の先生方も本当にお忙しく

て、どこまで災害こと、健康危機管理のことをやっていただけるかというのは、そんなに

すぐもろ手を挙げてやっていただける保健所ばかりではないと感じます。 

 このときに、広島県での経験としては、そういったことをやってみようということで、

保健所の先生方にも集まっていただいて開始することができたのですが、大変興味深かっ

たことは、健康危機管理課がまず健康福祉局内で所管してくださるということで始めてみ
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た。そのときは支援チームを集めるということで始めてみたのですけれども、結果的に17

チームぐらい団体が集まってくださって、そうしたら、予期しなかったことだったかと思

うのですが、各所管課がそれに引きずられて出てきてくださったことがありました。 

 そういった流れというか、鈴木先生のお仕事もそうだと思うのですけれども、７つの所

管課にまたがる福祉の調整は一体誰が音頭をとってくださるのかというのは結構大変なこ

とですが、流れとしてはまず地域の支援チームの情熱溢れる先生方に集まっていただいて、

それに引き寄せられて行政の方にもついてきていただくというのも一つの自然な流れでは

ないかなと思って報告させていただきます。 

 以上です。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○近藤構成員 前の議題の最後のほうにも出てまいりましたけれども、やはり国がモデル

を示して、モデル的な運用の仕方、体制の仕方というのをある程度把握して、それを都道

府県に広めていくという考え方が必要なのかなということを考えると、ここにおいても全

く同じような形で、国としてどういう情報をまず把握しておくべきなのか、そのために都

道府県がどういう情報を把握しておくべきなのかと。また、ここにも体制の話も書いてあ

ると思うのですね。国が保健医療福祉支援本部の機能としてどういうものをちゃんと平時

に用意をしておいて、それの県バージョンと考えるとこうですよねと同じような組織を作

っていただく、同じような項目について集めておいていただくという考え方をしていると、

自治体のほうの受入れも比較的スムーズに進むのかなと思いました。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○人見構成員 追加なのですけれども、地方自治体のこと、都道府県を考えると、日本は

国があって、都道府県があって、基礎自治体の市町村があるのですけれども、その間に実

は日本は保健所という組織が挟まっています。福祉の分野は、保健所が福祉の分野を兼ね

ている保健福祉事務所みたいなやり方をしているところと、ある程度独立して福祉事務所

が保健所と別というところもあるのですね。 

 この辺はしっかり全国を１回調査していただいて、その中で災害のときにどのように保

健部門、福祉を担っている部門、保健所に相当するようなところが災害のときに対応する

かというのは、あらかじめ全ての都道府県が考えておく必要があると思います。都道府県

の福祉部局の出先機関を情報のハブにして、県庁や国への流れを上手につくらないと混乱

するかなと思っています。 

 大規模災害のときには、福祉部門は、今回のDMATが能登半島地震でやられたように、非

常に早期から支えないといけない部門ですので、ここは日本のすばらしい災害対応システ

ムの中で１個脆弱なところかなと思っています。これは自治体があらかじめ用意をする、

そして、支援を受けられるようにするという準備が必要だと思っています。 
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○尾島座長 ありがとうございます。 

 細川構成員、お願いします。 

○細川構成員 日本医師会でございます。 

 介護の施設に関しては、高齢者の施設、障害者、児童の施設があります。そこの管理を

しているのは、多くは我々開業医が管理をしています。逆に、日本医師会を使っていただ

ければ、どんな状況か、全国の介護の施設に関しての把握ができるのではないかなと思っ

ております。そこの中のBCP対策にしても、国のほうからこういう形でと投げかけていただ

ければ、かなり網羅して対応できると思います。 

 逆に、D24H、後ほど申し上げようかなと思ったところでございますけれども、EMISのと

ころまでは前は無床診療所も入っていた部分もあったが、今回対象外となってしまった。

特殊な透析とか、そういうベッドがあるところの診療所の把握、そこの診療所の安否も必

要ですし、管理をされているデータはすごく貴重なデータでございますし、JMATとしてと

いうか日本医師会として、福祉に関して何かお手伝いできることは多大な部分があるかな

と思っております。福祉・介護に関しては、言っていただければアンケートも取れますし、

かなりのデータを集約できるのかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞお願いします。 

○近藤構成員 細川先生、ありがとうございます。すごく重要なところだと私も思ってお

ります。 

 先ほども少し申し上げましたが、開業医の先生たちが自分のやっていらっしゃる業務を

どうやって災害時に続けていけるかということをフォローしていくという先に、弱者の

方々はその先におられるのではないかという考え方もできると思うのですが、それを全部

災害時も何とかしろという責任まで開業医の先生たちに負わせることは現実的に不可能で

すので、そういうことを地域としてどうフォローアップしているかということを平時にし

っかり把握しておきましょうと。これが、いわゆる地域のBCPです。開業医の先生とか福祉

の事業者の方々を含めて自助のためのBCPに加え、お互いに支え合う、あるいは公的支援が

そこに入れるというような地域BCPをしっかりつくっておくことも、平時に自治体として

そういうことを把握しておきましょうというような項目には当たるのかなと思いました。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 今の辺り、開業医の先生方には在宅で避難している方々のケアも非常に期待するところ

ですし、あと命には別状ないのだけれども、骨折したとか大きく切ったというときに、体

育館の救護所ではなかなか対応が難しいかなと思いますので、少しでも早くクリニックを

再開していただいて、レントゲンを撮ったりできるというのは非常に重要で、どういう支

援をすればそれができるのかとか、そういうこともやっていく必要があるかなと思ってい

るところです。 
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○細川構成員 ありがとうございます。ぜひこの会でその情報も。 

 医療機関の９割が開業医なのですよね。ほとんどの介護に関しても、デイリーの治療も

ふだん担わせていただいておりますし、そこら辺の情報を的確に把握することは本当に必

要なことす。 

 そのときに、医療機関の先生方に、何ができるのだということの情報収集もしていただ

く。施設に関しても我々が一番物が言えるのではないかなと思います。 

○尾島座長 お願いします。 

○近藤構成員 これは情報システムの考え方なのですけれども、全ての人たちが自分のID

で入って入力できることが必ずしも全てではないのですよね。そこにプラットフォームが

あって、一定の人たちがそれをチェックして入れる。 

 どうしてもシステムですと、IDをたくさん増やすとお金が高くなってしまうということ

の制約がいろいろなところに出てくると思いまして、それが福祉施設のシステムが固くな

っていて動かないということも、いろいろなものがそこに関わっていると思いますので、

そういう意味では、そういうようなプラットフォームがあって、それをみんなで埋めてい

けばいい。 

 例えば、開業医の先生は電話とかFAXで情報をくれれば、保健医療福祉調整本部でシステ

ムの中に入れてもいいということまでやると、その地域にどういう開業医の先生たちがお

られて、どういう施設があるかという情報は必ず必要なのですよ。それが共有システムの

中にはしっかり乗ってくるという話は重要なのかなと思います。そこら辺は都道府県が整

備することではないかもしれませんが、情報システムの考え方としては必要なのかなと思

っております。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 情報システムの話が出ましたが、今年、災害救助法等が改正になりまして、被災者援護

協力団体の制度もできまして、そういう方々も情報システムにアプローチして一緒に活動

するとか、そういうこともこれから重要になってくるかなと思いますので、情報の辺りは

重要な論点の一つだと思いました。 

 どうぞお願いします。 

○植田構成員 議題３ ３ページ②の「県内の各活動チーム同士の連携の場」というとこ

ろですけれども、ここに例として挙げているのは、恐らく広島県庁としてやったと思うの

ですけれども、一番は各市町役場レベルの話だと思うのです。 

 私が前職でいた石巻でもやったのが、２市１町が東部保健所の管轄に入っている保健所

単位で市町役場の保健・医療・福祉担当者、２市１町の医師会の代表者の方、消防あるい

は自衛隊の方々、それらと顔を合わせる会をつくっていたのですね。ただ顔を合わせるだ

けなのですけれども、顔が見える関係という意味ではすごく有効だったと思います。 

 市町単位でそれやるとなると自分の市だけになってしまうのですけれども、保健所単位

でそれができると、複数の市町も一緒にできる。医師会も必ずしも市町単位ではないです
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ので、そういう意味では広い範囲で集まれるという場があるというのがすごく有効でした

ので、ぜひ保健所にそれをやってくださいというふうに勧めたら、一番効果的かなと思い

ました。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞお願いします。 

○久保構成員 今、植田先生にまさにお示しいただいた点ですけれども、広島県ではまず

県としてやってみたというところから始まりました。ただ、そこですぐ出てきた話が、や

はりこれは地域レベルでもやらないといけないよねという話があった。 

 そのときに出てきたのは、植田先生がおっしゃるとおり、保健所レベルでやっておくと

非常にいいよねというのと、もう一つは政令指定都市があるので、そこはそこでやってお

く必要もあるのではないかなというような、結局、保健所ということに帰結してくるので

すが、そういった地域の中を県が統合していて、国のほうでもできればやっていただきた

いなというような議論の流れになっておりますので共有させていただきます。 

 以上です。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょう。 

 どうぞお願いします。 

○早川構成員 ありがとうございます。 

 全てのチームに関係するかという観点ではないかもしれないですけれども、議題３ ３

ページ④「調整本部の運用方法・手順」と書いているところに、平時、どこの課が何を所

掌しているかということが、災害時にもし体制を変えた場合に、どこの誰が決定権者にな

るのかということにも関係してくるので、平時と有事の組織が分かるものをセットで出し

ていただけると、特に内部の体制を見るときには大事になるかと思います。 

 保健所に行くと業務はおおむねそろっているので、そんなに大きな違いはないかもしれ

ないですけれども、それでも県によって幅があると思うのですね。ですので、それぞれの

平時と有事の体制図をセットで用意することを提案いただけるといいかなと思います。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞお願いします。 

○人見構成員 これは簡単な話ではないのですけれども、実は都道府県によって随分情報

のセキュリティーが違っています。情報の共有のやり方を考えるときに、例えば北海道だ

とここにはアクセスできないとか、違う県に行ったらそれはフリーということがあるので

すね。平時のときの情報セキュリティーの在り方は、本当であればガイドラインがあって、

それに基づいていただくほうがいいかなと思っています。 

 意外とこれは物すごくDMATの方にも御負担をかけるのですよ。北海道の場合は、DMATの

資料を一遍ここに置いてください、そうすると我々道職員が見られますということをやる
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と、それだけで手間が３つ、４つ増えて、情報共有の遅延が生じるということがあります

ので、この辺は今後検討していただきたいと思っています。 

 以上でございます。 

○尾島座長 今の辺りは、市川先生、Googleドキュメントで共有するのではなくて、D24H

を使ってくださいとか、そういう話もありますけれども、県によるセキュリティーを超え

るのにこういう方向性がいいとかはありますか。 

○市川構成員 私も、Googleにアクセスできるところもあれば、Microsoftにアクセスでき

る都道府県とか自治体を知っているので何とも言えないのですけれども、能登半島地震の

ときを見ていて思ったのは、いつもどおりファイルがフォルダにされて、Zip化されて、パ

スワードが来て、メール添付でぼんとやってくるのは、災害で急いでるときにパスワード

が来ないとか、「資料の訂正です」とまたパスワードが来て、どのパスワードだったか、

これは何だというのがあるので、自治体もしくは都道府県のセキュリティーで認めている

クラウドであればアクセスできるはずなので、ID・パスワードの管理の問題はありますけ

れども、統一的なものが１か所あれば、災害時にオープンにしてファイルを開けることは

できるかなと思っています。 

 D24H自体もファイルクラウドの機能を持っていて、幾つかの都道府県で研修をやらせて

いただいたときに、震度分布とかをそこに全部入れておいてアクセスしていただくという

のはできているのですけれども、ふだん使われているパソコンが、行政だと向こう側には

シンクライアントだったりするので、そこでタイムラグと、こっち側に落としてくるとこ

ろで結構大変だったりというのがあるので、そうなってくると、災害時の少なくとも今回

の保健医療福祉調整本部の話でいうと、それ専用のパソコンを持っておくとか、通信につ

いても、今回の資料には出てはいないかもしれませんけれども、Starlinkを持っていると

か、そんなところまで考えておかないと、情報システムが幾らあっても情報にアクセスで

きないとか取ってくるのが大変ということが起きるのではないかなと思います。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞお願いします。 

○早川構成員 今の御指摘に関してもう一つ、保健指導チームもかなりの数が出ますけれ

ども、そこでも自治体と同じことが起きています。行った先の自治体、特に都道府県、保

健所には行っていないかもしれませんけれども、指定都市があればまた違うでしょうし、

市町によってもさらにシステムが違うので、支援に行く側がPCを持っていくのか、受ける

側が初めから用意しておくのか。その方針が決まっていればまだいいと思いますが、実際

は急に行くとなると行く側がPCを持っていかないと対応できないので、この辺のシステム

に関する基本的な方向性を含めたものはある程度国のほうでも方針を出していただけると、

派遣する自治体も予め用意しておける方向にもっていけるのかなと思っています。 

 私も派遣で行ったときは、自分のパソコンのセキュリティーをそのときだけ外してもら

ってGoogleにアクセスできるようにしたりとか、一々そういうことをしないと対応できな
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いところがありましたので、最初から仕様を決めておくことは大事なことかなと思います。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞお願いします。 

○植田構成員 情報のことですごく極端な例を御紹介させていただきますと、台湾は情報

共有ツールは全部LINEでした。役所も病院もボランティア団体も。それを日本でやれとい

うのは、みんなうーんとなるところですけれども、何か方法はあるのかなというところを

感じました。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞお願いします。 

○市川構成員 さっきセキュリティーの話もしたのですが、もう一個、僕の経験上なので

すけれども、災害対策本部のお部屋に行って何回か研修させていただくのですけれども、

当然、省庁LANに僕はつなげないので、自分のWi-Fiを持っていくのですけれども、壁に囲

まれていて全く入らないとか、建物が高過ぎてしまって通信が来ないとか、そんなものも

あるので、行く側からすると、そこはドコモが入るのか、auが入るのか、もしくは外部に

LANを開けてくれるのかというのはすごい重要なところです。 

 そういったところも、自治体が開示するときに、LANを持ってきてください、だけれども

ドコモは入りませんとか、そんなのが分かると、ドコモが悪いわけではないのですけれど

も、通信が取れなかったりすると困るのですね。その辺はあるといいかなと思います。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞお願いします。 

○久保構成員 平時に共有しておくべきこと、あるいはその前のネットワーク会議に関し

てですけれども、先ほど植田先生のお話にあったように、目的についてなのですが、まず

は顔の見える関係づくりというのがあるということを植田先生に御指摘いただきました。

それは、どんな人でどんな人柄かも含めてだと思うのですが、団体としてはどういう活動

をやっていて、何人でやっているのか、得意技の共有みたいなことなのかなというのがま

ず１点目にあります。 

 もう一つの目的は、「共通言語」と広島県では言っているのですけれども、一緒に協働

していく上で共通言語を話せるようになっておこうと。例えば、DMATが広げてくださった

CSCAのようなものとか、あるいは、そこで出てきたのは情報共有が一番大事だよね、それ

はどこでやるかといえば本部だよねということで、本部ってそもそもどういうものなのだ

ろうとか、６つの島みたいなものを、今後広島県では一体どういうことをみんなの共通言

語にしていくのか、特に本部運営のところの共通言語化を進めているような状況がありま

す。 

 このやり方は、恐らく今日議論になっている本会でも情報共有が一番重要だ、それは本

部のところ、あるいは調整会議のところが一番急所になるのではないかという指摘と一致

しているように思われまして、そういった点に着目して本検討も行われていくとよいので
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はないかなと思います。 

 以上です。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 今の共通言語というのでよく言われるのは、福祉の従事者の方は医療の用語がよく分か

らなくて戸惑うということもよく聞きますので、その辺りも共通の用語をなるべく使うと

か、略語を使わないとか、そういうのも大事だなと思います。 

 あと、能登半島地震で1.5次避難所の記録について、その後、被災者の方が移動した先で

もちゃんと使えるようにする必要があるのではないかという話もあって、そこがうまく伝

わらないということだったのですが、御本人に持っていってもらうのが一番確実ではある

のですが、そうすると御本人が見るかもしれないという想定で記録を書いておくことが大

事で、医療関係者はそういう意識で書く人も増えているかなと思うのですが、職種によっ

てはあまりそういう意識がない方もいらっしゃると、記録の書き方の共通認識を持つとか、

そういうことも重要かなと思っているところです。 

 どうぞお願いします。 

○植田構成員 ここに挙げられました事項ですけれども、共有すると書いていますけれど

も、これはできれば全国で標準化を目指してほしいところがあります。全部のことではな

くて、もちろん地域の特性もありますけれども、基本的なことは全国標準化をしてほしい

と思っております。 

 災害が起こると対口支援が必要になってまいりますので、被災地の職員自体も被災して

いますので、フルに活用できない。だから、早い段階で非被災地から来た経験のある職員

が職務を代行するぐらいのことにしてもらいたいのです。 

 ところが、やっている内容が違ったり、共通言語ができていない、標準化されていない

とそれが成り立たないので、この中のうちこれは標準化というのを決めておけば、どこの

県から来てもその職務を代行できるというようなことを目指していただければなと思って

おります。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 新型コロナで職員が大変なことになって、ほかから応援に来てもらわないといけないと

か、そういうときにも標準化が進んでいると、すぐ代行していただけたり、そういうほか

の面でも重要かなと思いました。 

 近藤構成員、それから早川構成員、お願いします。 

○近藤構成員 新型コロナの話が出ましたので一言だけです。 

 特に福祉との連携の際とか、標準的な体制、特に地域レベルでやるときに、コロナのと

きに福祉施設のクラスターを我々も随分やりましたけれども、そういうときのレガシーが

本来残っているはずなのですよね。そこら辺を参考にしながらつくっていくという視点は

必要ではないかなと思います。 

○尾島座長 ありがとうございます。 
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 では、早川構成員、お願いします。 

○早川構成員 ありがとうございます。 

 DHEATの研修をしていて、地域の話をするときに言われるのですけれども、ここに「地形」

と書いてあるのですが、実は地区割りとか、その地区の情報がもうちょっとあると、支援

に行くときにありがたいと。どこまで用意するか難しいのですが、ざっくりした県とか、

○○医療圏とか、○○市だけだと、実際に地域に入るときに、○○地区のことをみんな話

しているのだけれども分からないということがあります。市町村レベルの活動まで考える

ときにはある程度の情報として地区みたいなものもあらかじめ整理しておいていただける

と、支援するときに話がしやすくなるのかなと思います。 

 大きな地図だけ見ても地区がさっぱり分からないというのは、細かいところに支援に行

くチームほど結構悩むことがあるようです。地域で話している言葉には漢字と音がリンク

していないものもたくさんあるので、活動を想定する地区割りレベルの地域に関する情報

は読み方も含めて必要と、都道府県とか市町の方からはよく言われます。こういう区分け

でやってほしいみたいなものが分かっていれば、活動の際に検討しやすくなるという話で

す。 

○尾島座長 どうぞ。 

○近藤構成員 今のところで、我々の研修でもかなり力を入れてやっているところですけ

れども、地域に関してはどの範囲で本部をつくるのかということがすごく重要で、最初、

医療のオペレーションをやるときにはかなり広い範囲でやります。荒木厚生科学課長がい

らっしゃるので、平成30年7月豪雨の話をしますが、倉敷の周りは行政区がかなり複雑で、

保健所が持っているエリアと、市町村のエリアと、医師会と消防が全部違うというような

エリアも実際にあるので、そういうところは指揮系統をつくるときには脆弱な地域だとい

う認識は必要です。 

 実際にそのときにどういう本部をつくるのかというのは、最終的には被害の状況によっ

て変わってくるということが当然なのですけれども、地域としての合併とか様々な文化的

背景は事前に、ここで指揮系統をやるとなると基本的にはこれをつくろうと。でも、そう

ではないときはこれだというような、幾つかの地域の区割りと、保健所とかが二重支配に

しまうことも往々にして起こり得る地域は日本にたくさんありますし、逆に言うと、大都

市の近郊でいつもは医療・福祉の提供は大都市にぶら下がっているけれども、災害が起き

ると違うふうになってしまうというところもあったり、行政区割り自体が一定の脆弱性が

あるという認識は、事前の準備としてはそういうのを把握しておくというのが重要なのか

なと思いました。荒木先生はよくお分かりだと思いますが。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 今の関連で、大分以前ですが、浜松医科大学で浜松近隣の読みにくい地名のリストとか、

公式な町・字と違うけれども、地元の人がこのエリアを何という地区だと呼ぶとか、そう

いうものをまとめたことがあったのです。外から支援に行くとその辺が分からなくて非常
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に戸惑ったりすることもあって、平時からそういうことを整理しておいて、支援者にぱっ

と渡せるようにするとか、そういうのも重要かなと思いました。 

 お願いします。 

○久保構成員 先ほどコロナのレガシー化というお話が近藤先生から出ましたけれども、

レガシー化という意味で非常に重要だと思いますのは、今回は基本的に保健医療福祉調整

本部ということで自然災害、地震災害等を念頭にした議論だと思うのですが、結局この議

論は、新型コロナのとき、感染症危機、あるいはその他の健康危機においても全て原則的

に共通的な話題であるように思われます。 

 ここにいらっしゃる先生方はほぼ新型コロナのときも御活躍された先生方だと思うので

すが、特に地域を見ますと、地域保健法やその基本指針に基づいて、全て基本的には保健

所の先生方が陣頭指揮を執ってくださっているという状況、あるいはDMATの先生方に毎回

助けていただいている状況があるので、そういう意味では、今回の検討は、できればそう

いった地域の実態を踏まえて、よりオールハザードの展開も見据えた議論を今後していけ

るといいのではないかなと思います。 

 もう一点、レガシー化という観点で、チームに対して共有する事項の一番下に入れてい

ただいた健康モニタリングについてです。新型コロナのときには支援者が発熱しているの

ではないか、コロナを持ち込んでいるのではないかということが、熊本県の令和7年8月豪

雨の際もクラスター対応でも一貫して懸念になっていたかと思います。それは能登半島地

震においてもそうだった。 

 実際、支援者が入ったところで感染症が流行しているようにも見える現象が現実的に存

在していた中で、支援者の皆さんにも健康モニタリングをしっかりできるような環境を提

供していくことが、自治体目線でも、受け入れる住民目線でも重要になってきているよう

に思いますので、ぜひここは追補的というよりは標準的にやっていくという考え方を今後

はとってもいいのではないかなと思います。 

 それに関連して、能登半島地震のときに支援者の健康管理をやったその先に見えてきた

のが、これは人見先生の御采配でしたけれども、石川県の皆さんの御理解があって、自治

体職員の健康モニタリングも初めて実施されたということがございました。その結果見え

てきたものは、自治体の職員の皆さんは大変な状況で勤務されていらっしゃって、１か月

たってもまだ１日も休めていないとか、風邪症状が支援者の65倍、下痢症状が25倍みたい

な状態で働いていらっしゃるということが見えてきて、自治体職員の方の健康管理も極め

て重要なイシューであるように思われます。 

 今回の検討においてどこまでスコープに入れていただけるかは分かりませんが、近藤先

生がおっしゃったとおり、もともとの地域の医療従事者の皆さん、そこには自治体の皆さ

んも含めて地域の皆さんは本当に大変な思いをしていらっしゃるので、住民の方のみなら

ず、被災しながらも働く地域の医療従事者の皆さん、また自治体職員の皆さんというのも、

ぜひ検討のスコープに少しでも入れて議論できるといいのではないかなと思います。 
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 以上です。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 私のほうから別の視点で、今日、先のほうで病院の脆弱性の話が出たのですが、そちら

は建物の脆弱性が中心だったのですが、もう一つ、人の脆弱性も重要です。病院に勤務す

る職員が勤務できなくなるかどうかというところを支えているのが、保育所がちゃんと再

開してくれるかというのが非常に重要で、今年、産業衛生学会でそういうセッションもし

たのです。現状としてかなり手つかずのところもあって、そこが十分ではないと、自分は

病院に勤務したいのだけれども、子供を預けられないので勤務できなくて、病院や福祉施

設が回らないということも起きがちなので、重要かなと思っています。 

 あと、最近、社員食堂の復旧も重要ではないかなと思っています。長く県庁で活動する

というと、温かい食事がちゃんと職員食堂で出されるようになるとか、そういうことも士

気を高めて元気に活動する上で重要かなと思っています。 

 どうぞお願いします。 

○近藤構成員 ３番目の議題を整理していくのは、基本的には４番目のことなのですよね。

要は訓練で事前に準備すると自然とこういうものが集まってきて、それがその時点でのレ

ガシーになっていくという発想なのかなと思います。そういう意味では、ここで一旦決め

ることになるのでしょうけれども、訓練を重ねていく中で平時もこういうものを用意して

おかなければいけないよねという話になっていくという性格のものなのだろうと思ってお

ります。 

 もう一つ、そうなると訓練が重要だと思うのですが、御承知のとおり、我々の訓練、特

に今年の大規模地震時医療活動訓練は、訓練のメインテーマに保健医療福祉調整本部の運

営というのを我々のほうから挙げさせていただいております。 

 青森でやらせていただいて、皆さんに見に来ていただきました。ちょっと思ったのは、

人見先生が一番御苦労されたのですが、あれは大規模地震時医療活動訓練なので、医療主

管部局が引っ張らなければいけないという構図になっています。昔から防災部局との協同

については課題があり、政府の訓練なのだからと、防災部局のほうには別途内閣府から通

知を出していただくということになり、今のところ医療主幹部局と防災部局のほうにはそ

れぞれ国のほうから通知が行っているという状態です。しかし、先ほど来出ていたような

保健福祉の主管課には入っていない、あるいは健康危機管理担当課に直接行っていないと

いう話が、今回、保健医療福祉調整本部のことをやろうとしたときに課題になりました。 

 そういう意味では、DMATは訓練の場所として、まず国の訓練、そして、DMATで言うと年

間８回やっていますブロックの訓練でやりますので、そうすると年間10数個の都道府県が

必ず訓練をやることになって、これを活用すべきだと思うのですが、そこが医療主導の訓

練となっているという話ですので、これはまた内閣府の訓練担当にもお願いしなければい

けない話かもしれませんけれども、例えば、名前を「大規模地震時医療活動訓練」ではな

くて、「大規模地震時保健医療福祉活動訓練」という名前に変えてしまって、必ずほかの
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ところも連動してやらなければいけないというような枠組みを考えていく。 

 今、DMATが各ブロックでやっている訓練は計画課のほうから少し補助金をいただいて各

都道府県がやっているところですけれども、そこもDMATの訓練というだけではなくて、保

健医療福祉調整本部の訓練もやるというような枠組みを厚生科学課とも連携していただい

て出していただけると、そういうところで訓練の機会はできてくると思います。 

 実際に、DHEATの皆さんにも基本的にはそれらの訓練に参加していただいて連携を取っ

ているということもありますので、それを枠組みとしても国のほうでも整理していただけ

ると、今まさに保健医療福祉調整本部の会議が毎年、少なくとも３分の１ぐらいの都道府

県ではできるという体制は現行でもできるのではないかなと思っております。 

○尾島座長 どうぞ。 

○植田構成員 今の近藤先生のお話に続いてですけれども、先ほど保健所を中心に顔の見

える関係の話をしました。実は、顔の見える関係だけではなくて、毎年そのメンバーで訓

練もやっているのですね。保健医療福祉調整本部を立てて、そこにDHEATも入って。 

 それをやることによって、今言ったような地域での保健医療福祉調整本部という感覚を

持ってもらって、市町役場の保健福祉部局だけではなくて危機管理も入ってできるという

ことになりますので、久保先生がおっしゃったように、そういうのを全県に広めるのもそ

うですし、地域でもやっていけるのではないかなと。やはり保健所を中心にそういうこと

をやるというようなことをやってもらえばいい。 

 ただ、それを引っ張ってくれる病院が必要なことは事実なのですけれども、日本赤十字

社の場合は赤十字病院がそういうのをやることだと分かっているのでやりますけれども、

そういうことができる病院と保健所がセットになってやれればできるのではないか。 

 レガシー化とおっしゃいましたけれども、今年の２月に大船渡で林野火災がありまして、

その林野火災の対応に私は行ったのですけれども、あそこは津波でさんざん被害を受けた

ところで避難所の問題を経験済みだったのですが、全然それを生かされてなかったのです。

保健師に聞きましたら、当時の職員は３分の１しか残っていないと言うのですね。そうな

ってしまいますので、それを乗り越えるためには訓練をやり続けるしかない。人は替わる

のだからということになりますので、今言ったような保健所中心の訓練を毎年やっていく

というのが標準化になればいいかなと思っております。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞ、久保構成員、お願いします。 

○久保構成員 近藤先生もおっしゃったとおり、何を準備するかを考えていけば訓練につ

ながっていくというお話がございましたけれども、能登半島地震のデータで見えてきてい

るものの一つとして、指揮統制が極めて重要であることがデータに基づいて見えてきてい

るということを御報告させていただきたいと思います。 

 自治体職員の皆様、あるいは支援チームも含めて健康チェックを今回J-SPEEDを使って

させていただいたのですが、それの疲労度と一番関係している要因も同時にチェックして
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いるのですが、例えば休憩が取れていない、食事が取れていない、通信が取れないとか、

いろいろ項目があるのですが、最も疲労度と直結していたのは指揮統制が不明確であると

いう項目であった。63％ぐらいがその要因を説明しているという結果でした。 

 災害時なのだから疲れていてもしようがないではないかという御意見もあったのですが、

その後分かってきたことは、疲労度が高いとパフォーマンスが落ちていてミスを起こしや

すい、プラス事故を起こしやすくて、かつ退職もしやすいということが平時の産業保健の

知見も含めて分かってきております。 

 そういった意味で、疲労の予防、退職予防等にもつながっていく上で最も介入するべき

点は、指揮統制の執り方と。植田先生がおっしゃるとおり人事異動もたくさんある中で、

いかに指揮統制を執っていくか。それは本部をどうつくっていくかということにかなり直

結してくると思うのですが、そういった論理構成で本会の検討も進めていけるといいので

はないか。 

 プログラムの構成要素の中で「指揮命令」と書いていただいているのですけれども、こ

の辺りは「指揮命令」なのか、「指揮統制」なのか、「指揮連携」という言葉もあるので

すが、保健分野だと「命令」だと強過ぎる感じもあるかもしれないので、DMATでも使って

いるような「指揮統制」ぐらいでもいいのではないか。ここは用語がばらついているので、

まさにここも最も重要な用語の一つとして、CSCAと並んで今回標準化できるといいのでは

ないかなと思います。 

 以上です。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 今の辺りは、私自身の冊子では外部との調整を念頭に「指揮調整」としているのですけ

れども、その辺りもどこかで統一できるといいなと思いました。 

 今のパフォーマンスのことは、新型コロナ対応の疲労の関係も「業務マネジメント」と

「メンタルヘルス」の２本柱かなということで、いろいろな先行事例を調べてありまして、

共通するなと思いながら伺っていました。 

 どうぞ。 

○久保構成員 「業務マネジメント」と「メンタルヘルス」というキーワードを尾島先生

に出していただきました。それを包括するキーワードは「産業保健」であるように思いま

す。働き方と健康の調和をいかに図っていくか。最終的には業務マネジメントが求められ

るものにはなりますが、そこの中には健康というものを踏まえたサポートの仕方があって、

それは平時においては「産業保健」という文脈で整理されていると思います。 

 そういった中で、産業医科大学が災害産業保健センターをおつくりになって、かつ、DOHAT

という災害産業保健の専門の支援チームをつくっていらっしゃいますので、そういった先

生方にも本部に恒常的にコミットメントしていただいて、支援者ないし自治体職員の健康

管理、特に自治体職員の皆さんの健康管理の部分をやっていくという体制をつくっていく

ことは、指揮統制を維持していく上でも、あるいは住民の皆さんにサービスを届け続けて
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いく上でも極めて重要なことではないかと思います。ぜひ本検討の中にもそういった要素

を入れていただければと思います。 

 以上です。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○近藤構成員 そういう意味では、我々も例えば奥能登豪雨２回目の雨のときは業務支援

と産業保健支援という形で、そもそも仕事を回してあげないと結局は助からないと言って、

仕事を回していくような支援、それが今日メインで話されている話だと思うのですが、そ

れが心のケアも含めて安全にできるような安全面としての産業保健、そういう２本柱で入

るということが一つ大きな話なのかなと思っています。 

 ただ、産業保健も昔から思っているのですが、特に平時に考えていくと、誰が平時にや

っているのだと。先ほど言ったように、私が常に考えているのは平時にやっている人たち

が業務過多になるので、それを支援しにいくというのが災害支援の基本だろうと考えると、

そもそも行政の中における平時の産業保健がどうなっているのかということをしっかり確

立しない限り、災害時だけやろうとしてもなかなか難しいのではないかと思います。 

 そういう意味では、平時に準備しておくものとしては、逆に言うと、それぞれの行政機

関の中での産業保健をしっかり確立していただくという辺りをこういうところに書き込ん

でいくと、今の久保先生のことがよりスムーズになるのではないかなと思いました。 

○尾島座長 ありがとうございます。 

 そろそろ締めに入っていきたいと思いますので、研修・訓練も含めて最後に言っておき

たいことがありましたら。 

 どうぞ、人見構成員、お願いします。 

○人見構成員 今回、厚生科学課から主管課に向かって通知を出してくださいました。出

してくださった途端に、北海道も政府訓練対応がかなり進みましたので、司、司のところ

にこういった通知がしっかり出て、そこがまとまって、先ほど言われていた内閣府の訓練、

政府訓練が組み立てられる体制にして、訓練結果をフィードバックしていただくけたらあ

りがたいと思います。 

 そして、何よりも、厚生労働省の中に支援チームをつくりますよということですから、

まさに事務官の方たちが非常に重要な役割を担います。どうしてもチームですと医師が上

に立ってということですけれども、都道府県は決してそうではありませんので、そこの中

で事務官の方たちは人事異動がありますけれども、その方たちと厚生労働省のそういった

チームの方たちが顔を合わせて、そこで例えばDMATからのセミナーを受けられるとか災害

のことを学べるという機会をつくっていただくと、少しずつスムーズになっていくかなと

思うので、ぜひそういったことを検討していただけたらと思っております。 

 以上でございます。 

○尾島座長 ありがとうございます。 
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 どうぞ。 

○鈴木構成員 福祉の関係で、これまで出ていたお話も踏まえて、プログラムの構成要素

（案）の中でも「福祉避難所開設まで」というキーワードも入れていただいているのです

けれど、福祉避難所の開設に至るまでのところが、特に地震災害の場合も含めてスムーズ

な開設にたどり着かない。 

 １つは、BCPの中でもきちんと福祉避難所開設に当たってのルールをつくっているかど

うかということも影響してくるのですけれども、もう一つは、応援職員を含めた費用の問

題が。全国知事会からも要望が上がっていたとおり、福祉施設の応援派遣で例えば介護施

設に入れた場合に、介護報酬のほうから人件費負担が減らされてしまうのですね。災害救

助法ではなくて、施設の支援は介護報酬から、収入が減っていたとしても、そこから人件

費を負担してくださいという形になってしまったり、福祉避難所を開設した場合は、そこ

は災害救助法が適用されるのですけれども、一方で、例えば特別養護老人ホームでデイサ

ービスを併設していて、デイサービスが休所していたときに、デイサービスの職員が福祉

避難所業務をやっていた場合は災害救助法なのですけれども、両方をやっていた場合はど

うなるかという課題もあったり、お金のルールも決まらないと、この辺りの事業継続の体

制を整備したり、福祉避難所の早期開設の部分で逆に減らされてしまったみたいなことも

出てしまうこともありますので、この辺りはお金の面も含めた整備が実は重要です。 

 また、今、BCPもひな形を示していただいているのですけれども、いつまでに、少なくと

も早期３日までにこれをやったほうがいいみたいな項目は入っていなかったので、実際に

動かしてみるとスピード感が出なかったというのもBCPの中では課題かなというところも

あります。そうしたことが訓練を通して関係者と共有できるとありがたいのかなというと

ころも、今このイメージを見ていて、また構成員の皆様のお話を伺っていて感じたところ

でした。 

 同じように、尾島先生からお話があった保育園です。保育分野はBCPが義務化されていな

いところもあります。これは本当です。まだ努力義務の範疇ですので、つくっていない事

業所は結構多いのですね。ただ、保育サービスを早くすることによって関係者が動きやす

い体制がつくれるというところは当然ございますし、能登半島でも穴水町でもこの辺りを

急いで、介護職員が集まらない理由が保育で、保育の場所があれば出勤できる介護職員が

いらっしゃったということも実際にあった事例でありますので、そうしたこともこうした

訓練を通して、福祉分野の課題としても皆様と共有しながら、少しでも前に進むことにつ

なげていけるとありがたいなということをお話を伺って感じたところでしたのでお話しさ

せていただきました。 

○尾島座長 ありがとうございました。 

 まだまだ議論したいところですが、予定の時間になりましたので、本日のやり取りとし

てはここまでにしたいと思います。第１回として重要な御意見をたくさんいただきまして、

本当にありがとうございます。 
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 どうぞお願いします。 

○水野参事官 内閣府でございます。 

 最後の鈴木構成員からのお話の点に関して言えば、介護保険と災害救助法の話は従来か

ら課題になっておりまして、調整を進めていきたいと思っております。 

 あと、ちょっとずれるのですが、私どもからの要望としては、災害危機管理部局として

は保健医療福祉ネットワーク会議というところにぜひ災害部局も呼んでいただくというか、

メンバーにしていただきたいと思っております。逆に、私どももそういうのに入っていく

ような予算立てみたいなものを含めて考えていければなと思っております。 

 あと、情報の共有方法で記録様式というところの参考資料３をつけてございます。私ど

もと厚生労働省健康局の中で共有の様式を、見守り支援、御家庭の訪問みたいなときの最

初のステップとしての共通様式を一旦作らせていただいております。それを被災者台帳に

入力すると、それを共有する。特に、先ほど座長がおっしゃったような被災者援護協力団

体、これは社会福祉協議会にもメンバーに加わってほしい部分であるのですけれども、そ

ういった外部団体も含めて被災者台帳の情報が共有できるような新しい仕組みでございま

すので、ぜひ御活用をと思っております。 

 あと、避難行動要支援者というのがあったので、最後にそこだけ。これは、全国で690万

人ほどいらっしゃる状況となっておりますけれども、その基準が確かにばらばらで、そこ

はなかなか難しいところで、要介護度３というところが割と多いですけれども、４でもい

いですし、１でもいいというところになっております。要配慮者、要介護者とも若干ずれ

ているところがありますので、皆さんが想定されるのがどの範囲なのかというところもそ

れぞれの中で議論が必要になってくる課題かなと思っております。個別避難計画がその中

のまだ14％、約100万人分しかできていないというのが現状でございます。 

 長くなりまして失礼いたしました。 

○尾島座長 どうもありがとうございます。 

 では、事務局に進行をお戻します。どうもありがとうございました。 

○川名補佐 尾島座長、議事進行をしていただきありがとうございました。 

 最後に、閉会に当たり、佐々木総括審議官より総括を申し上げます。 

○佐々木審議官 危機管理・医務技術総括審議官の佐々木です。 

 私の役回りは、実際に災害等が起きた場合、首相官邸の危機管理センターで政府全体の

対策について厚生労働省の立場で、それこそ先ほど様々御指摘いただいた関係省庁間の調

整をするという役回りになります。 

 今日伺ってふと頭に浮かんだのが、９年前の熊本地震のときに政府側は関係省庁の局長

審議官級を現地対策本部に９人送って、それが「K9」という言い方で諸調整をしたわけで

すけれども、今日の構成員も９人なのですよね。厚労省の保健医療福祉K9。現実を熟知し

ている９人の構成員の知恵を得たと思いました。 

 今日の配席がいいですよね。現実を熟知している９人のK9の構成員と直接向かい合うそ
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れぞれの部局の担当がいて、それを先ほど資料を説明した災害等危機管理対策室長がまず

一旦まとめて、それでも省内調整、関係団体調整がある場合は、冒頭に挨拶をし、今日の

検討会の主催者である厚生科学課長がそれを背負って、私が政府内の調整をする。その際

には内閣府防災の水野参事官の上司との調整もする。大体こういう流れで既に進んでおり

ますし、今回の検討会のまとめを年度内にいただいて、その後、成果発表会があって、先

ほどの指摘にもありましたけれども、それをどんどん改善していくサイクルを回していく

という形で、現実的には我々政府側の職員は２年ぐらいで異動がありますので、これも先

ほど御指摘いただいた、それが途切れないように、その意味でもサイクルを回していくと

いう形で、今後、御指導いただきながらまとめて、還元をして、また刈り取ってというこ

とを進めていきたいと思います。 

 本日はありがとうございました。また、引き続き様々御相談していきたいと思いますの

で、御指導のほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○川名補佐 ありがとうございました。 

 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。 

 次回の検討会につきましては、事務局にて調整の上、改めて御連絡させていただきます。 

 本日は御多忙のところをお集まりいただき、誠にありがとうございました。 


